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明治。大正。昭和の病弱虚弱教育の歩み

全国病弱虚弱教育研究連盟

病弱教育史研究委員会編集
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◎明治・大正・昭和にわたる、社会情勢、教育制度、医療制度や健康教育の実情の分る書。

○推薦者 日本小児科学会長・全日本中学校会長

全国養護教諭（都道府県）会長協議会長
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養護学校教員養成の見直しを
－序に変えて一

日本育療学会理事

横浜国立大学教授 山本昌邦

平成13年1月15日付けで出された「21世紀の特殊教育の在り方について（最終

報告）」の中で、様々な提言の一つとして特殊教育関係教職員の専門性の向上について

取り上げられている。この提言において、特殊教育教諭免許状の保有率の向上及び今後

の免許状の在り方、盲・聾・養護学校の教員の専門的な指導力の向上のための研修の充

実のついて述べられているが、これらの提言を実現するための基盤として、また、関連

する事項として、大学等における養護学校の教員養成を見直す必要があると考える。

現在、養護学校の教員養成課程を設置している全国の大学等のカリキュラムの実態を

みると、知的障害に関する授業科目を中心とする課程が主流を占めている。確かに、盲

・聾・養護学校の学校数や教員数は、知的障害が半数を超えているため、こうした状況

になっていると考えられるが、養護学校に在学する児童生徒の障害の重度・重複化や多

様化の傾向を考慮すると、肢体不自由や病虚弱等に関する教育・心理・病理（保健）等

についての授業科目もカリキュラムに組み込む必要がある。

ところで、養護学校は知的障害、肢体不自由、病弱の三種に分かれているが、教員免

許状は養護学校共通である。このため、養護学校の教員免許状を取得して、肢体不自由

養護学校又は病弱養護学校の教員になった者の大半は、知的障害に関する授業科目を中

心に大学等で学んでおり、身につけた知識等で児童生徒に適切な教育的対応をするのに

は十分でないと思われる。

そこで、本学では平成9年10月に教育学部から教育人間科学部に改組したのを契機

として、従来の養護学校教員養成課程を障害児教育コースに改めるとともに、カリキュ

ラムの見直しを行い、これまで設けていなかった視覚障害児、重度・重複障害児の教育

(指導）に関する授業科目を新たに加え、全ての障害について広く学べるように改善し

た。なお、本学では特殊教育特別専攻科及び臨時教員養成課程（共に1年課程）を併せ

て設けており、視覚障害を除く全ての障害に対応する特殊教育の教員養成を目指して努

力しているが、病虚弱教育教員養成の課程を設けているのは、全国で宮城教育大学と本

、学の2大学にすぎないのが現状である。

近年、本学の障害児教育を専門に学んでいる学生以外の者のうち、養護学校の教員免

許状の取得を希望する者が漸増しているが、これらの学生の中には、筆者が担当してい

る授業（特殊教育に関する専門科目）を受講して、肢体不自由児や病虚弱児の教育（指

導）に関心や興味を持つようになり、これらをテーマにして卒業論文に取り組む者も出

てきている。

以上、大学等における養護学校の教員養成の現状や問題点等を述べたが、これからの

養護学校教員養成課程においては、知的障害、肢体不自由、病虚弱など様々な障害につ

いて、教育、心理及び病理（保健）等の内容を広く学べるように多様な授業科目を設け

るとともに、できるだけ実際的（体験的）な学習ができるようにカリキュラムの見直し

や授業方法等の改善工夫を行う必要があると考える。
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《教育講演》

小児の生活習慣病

日本大学医学部小児科

講師 岡田知雄

今でこそ、悪玉と称されるLDLコレステロ

ール、それがが一杯あって体中に溜まって、

いわゆる外表的には資色腫”どいう所見が

あったり、それから心臓に溜まって心筋梗塞

を起こす、あるいは狭心症を起こすという状

況が見られたわけです。それが取っ掛かりだ

ったんです。

この成人病という言葉は、皆さんご存じだ

と思いますが､昭和30年頃に我が国の厚生

省が疾患の予防ということで、ガンであると

か動脈硬化性の疾患を早期から予防しようと

いう施策から始まったと聞いております。

平成8年に厚生審議会から、改めて予防を

もっと充実させなければいけない－－どうも

“成人病”というと皆が罹って当たり前のよ

うな感じがあって、なかなか予防に身が入っ

ていないのではないかと言うようなことが切

っ掛けで見直されてきたわけです。特にこの

問題で重要なのは小児期からの対応である、

やはりライフスタイルを形成する時期から問

題が生じるわけですから、こういった点に力

を入れるべきではないかと言う点が非常に強

調されてきたわけです。折しも、学校保健の

中でこういった分野がだんだん取り入れられ

てきまして、日本が高度経済成長が増すにつ

れて、ご存じのように象徴的に肥満の児童が

増えてきたということ、そして肥満の児童が

いろいろな障害を持っているということも知

られてきたわけです。

ですから、ただ単に将来の健康のためばか

りでなくて、現状におけるいろいろな健康問

題を小児期から生活習慣病の予防として扱わ

今日は、小児期からの「生活習慣病」とい

うタイトルでお話しさせていただきます。

言ってみれば、現在の子どもたちの学校に

おける健康問題というふうに広く解釈してい

ただければ良いのではないかと思います。私

自身がこの分野で仕事を始めたのは昭和53

年頃でありました。これも何かの縁と言いま

すか、どういうきっかけで入ったかと申しま

ますと、当時はまだほとんど、子どもの健康

・栄養問題は不足の問題であったというふう

に、或いは代謝的な特殊な病態だけがクロー

ズアップされていたというのが、小児科領域

の状況ではなかったかと思います。

昭和53年、私は非常に貴重な病気に出会

ったのですが、その病気が実は現在言われて

いる“成人病”、生活習慣病と言うふうにな

ってきたのですけれども、その時13歳の男

の子がおりまして、階段を昇り降りすると非

常に息が切れる、胸が痛いという状況を訴え

て私どもの外来にまいったんです。

当時、私は入局して間もない頃でしたけれ

ど、その患者さんの主治医になりまして検査

をしました。そうするとですね、子どものコ

レステロールの値というのは大体150から

170くらいが普通なんですが、そのお子さ

んは730もあったのです。これは大変だと

いうことになりました。

まだ当時は、この分野でノーベル賞を受け

たゴッドスタインとブラウンは賞を受ける前

のことでして、コレステロールはコレステロ

ールでもコレステロールの本体が何であるか

ということまで分かっていなかったのです。

－2－'



なければならないだろうということになって

まいりました。その点で特に、有効性といい

ますか根本的な対応の必要性が、いろいろな

分野から言われるわけなんですが、特に学校

保健教育といった立場が非常に重要な意味を

持つ、ということはどの識者も語るところで

あります。特に、医者だけでなく、この子ど

も達に常日頃接する教育関係者の方々、ある

いはいろいろな行政の方々、そういった皆さ

んの力が結集しないと、決して良くならない

のだろうと思います。

最近、面白い現象といいますか傾向といい

ますか、例を挙げますと、アメリカの例です

けれど、この10年間に非常に肥満が増えた

んです。ボストン地区の生活環境の良いとこ

ろでも、学童期の肥満は子どもの数の25％

になってしまったと言う事実があるわけなん

です。これは大変だということです。何故そ

うなってしまったか。

あれほど健康に気をつけなければいけない

と言っていたアメリカ。特に1950年、朝

鮮動乱のあった時期なんですが、その時にア

メリカ人の兵士、平均22歳でなくなった兵

士の解剖が行われたのです。それは何故かと

いうと、アメリカは世界に冠たる心臓病の国

だったわけですね、それは1960年代にそ

のピークに達するんですが。そう言ったこと

で病理学的（解剖をして病気の理由を明確に

する領域ですが）、その病理学的に亡くなっ

た兵士の解剖を行ったわけです。特に、大動

脈とか心臓を診たんです。すると驚いたこと

に、動脈硬化が（血管の内腔が狭くなる状況

ですけれど）、既にアメリカの兵士には50

％くらい見られたということで、大変な衝撃

力淀ったのです。

それに比べてアジア系中国の兵士とか、朝

鮮の兵士であるとかは、全然その動脈硬化

の症状がなかったのです。何故こんなふうに

なったのかということですが、20歳になっ

て突然血管が狭くなるというようなことは起

こり得ないだろう、やはりこれは子どもの時

期からの多くの栄養問題に帰するだろうとい

うことは知られていた訳です。

ご存じのようにアメリカは肉の食事でして、

いわゆる飽和脂肪酸をたくさん摂るというこ

と。コレステロールの動物実験からも裏付け

られていて､生活環境の中でも特に食習慣と

いう問題が重要であるという認識が始まった

わけです。いわば、この現在にあるこういっ

た挫活習慣病という概念壷の出発点は、こ

い言ったところにあるのではないか、戦争が

一役かっているといった皮肉な現象ですけれ

ども、見られてきたわけです。

この生活習慣病という言葉になった所以な

んですが、成人病というのは大きく分けると

三つの柱があるのではないかと考えられるわ

けです。一つは遺伝的な要因があるだろう。

もう一つは細愉化などによる環境の問題もあ

るだろう。それからもう一つは、日々の人間

の暮らし方の問題があるのではないか。そう

いったことで生活習慣ということが重視され

るわけですが、誤解のないようにして頂きた

い点は、単に生活習慣だけが問題ではありま

せんで、この3つが関係しているということ

が重要なんですね。

例えば、遺伝性の疾患がありますね。生ま

れつきコレステロールの高くなる疾患なんで

すが、そういう遺伝子をもった人が、いろい

ろな原因でコレステロール、あるいは血清脂

質が上がるわけなんですが、もしも環境的に

きちっと整備された内容で、しっかり体を動

かして、しかも栄養的にそんなにたくさん脂

肪を取らないという状況であれば、発現しな

いような高脂血症はいくらでもあるわけなん

です。そう言ったことで、環境因子と遺伝子

の作用も視野に入れた言葉が“生活習慣病”
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環溌件。これは家族、家庭環境ですね。

非常に特異な環境もない訳ではないわけです

ね。非常に肉を好むとか、エネルギー摂取の

多い家庭、非運動的な家庭。また社会的、文

化的、地理的な環境等の特異な環境因子です

ね。地域によってはいろいろな特殊な環境、

気象などを含めた環境条件がありますね。そ

れから生活習慣、これは人間自身、我々の能

動的な行動に関係するのですが、いわゆるリ

スクファクターと言われるものとの関わりに

よって増悪する、例えば、食習慣とか運動習

慣、休養、喫煙、飲酒など。喫煙の問題は現

在のところ小児でも大変重要な問題になって

おりまして、喫煙をするとどういうふうにな

るかというデータが、細密に病理学的な研究

がされておりまして、子どもの例にも出てま

いりました。

今言った危険因子、 リスクファクターの準

備状態がどういう状態かと言いますと、これ

は小児期にすべて出揃っています。喫煙、高

血圧ですね。特に中学生の時期から高校生の

時期にかけて、この高血圧は明確になってま

いります。いわゆる本態性高血圧という問題

が、たいへん健康障害､特に脳卒中との関係

に重要な役割りを演じる。それから、リポ蛋

白の膿質異常、高コレステロール血症である

とか、高中性脂肪血症、それから善玉といわ

れるHDLコレステロールが低い状態、こう

いったリポ蛋白の脂質異常が、昨今の日本で

は非常にクローズアップされてまいりました。

これは大きくは食生活に関係する内容でしょ

う。

それから肥満ですね。最近の10年間、肥

満の頻度が非常に増えてまいりまして、頻度

が増えただけでなく実質上たいへん大きな問

題があるのです。一つは、高度肥満化する率

力塙くなってきまして、子どもの時期におけ

であるということを少し認識しておいた方が

いいだろう。つまりハイリスクの方がいらっ

しゃるわけなんですが、これも生活習慣の整

備によって、その発展、発症あるいは進展を

十分抑止することが出来という点に注目すべ

きであります。糖尿病も同じように言われて

いることであります。肥満を発症すると糖尿

病が出やすくなる、だから肥満にならないよ

うな生活をすれば、たとえ糖尿病の遺伝因子

を持っていても、その発病を抑止できるとい

うことです。

現代の小児の問題です。先ほど、皮肉だと

申し上げた内容なんですが、アメリカの子ど

も達はず－つと飽和脂肪酸の摂取を押さえて

きたんです。しかし別の要因で今度は肥満が

増えてしまったと言う内容なんです。最も大

きな理由は、生活が非常に便利になって、車

社会で身体活動がずいぶん減ったと言うとこ

ろにまた問題があった訳です。こういった問

題が我が国でも大変重要な問題として取り上

げられている現状をお話しします｡

○小児期から動脈硬化を促進する因子

遺伝的素因を持っている人は必ずいらっし

ゃいます。冠璽脈の異常であるとか、これは

レオロジーといいまして血行を力学的な影響

によっても、冠動脈の構造が動脈硬化を起こ

しやすいような内容になっている方がいらっ

しゃいます。それからリポ蛋白、これは血清

脂質の元になるものです．それから代謝性因

子というのは、例えば糖尿病になりやすいと

か、そう言ったような先天的な因子です。成

長因子にもやはり違いが見られまして、例え

ば、男性より女性の方がはるかに動脈硬化に

強い。また年齢としては加齢変化によって、

いろいろな馴派硬化になりやすい要因が増え

てくると言うことです。
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る精神心理学的に悪影響一不登校を含めて－

そういった肥満の問題が、代謝的な問題だけ

でなくて現在では非常に重要な問題になって

きています。それから肥満も関係しますが、

高血糖の状態。高インスリン血症のような状

態ですね。

非常に多種類な価値観あるいは多様な生活

様式ということで、かなり子どもにもストレ

スが溜まってきている。最後に、生活は便利

になったけれども、先のアメリカに見られる

ように非常に身体活動が不足しているのでは

ないか。したくても出来ないような内容、場

所も不足しているし時間もない、いろいろな

ことが総合している訳なんですが、こういっ

た問題を抱えてきているということが、子ど

もの健康状態の現在および未来における重要

な問題になっているということです。

平成8年の厚生審議会で指摘されたのです

が、まず第1に、成人病は生活習慣を改善す

ることにより、発症、進行が予防出来るとい

う認識を醸成し、行動に結び付けていく必要

がある。2番目に、少子化ゆえに健康な成長

へのステップケアをより必要とする。3番目

は、成人病は高齢者に多い疾患との識識が一

脚こし、若年層への働きかけが少なかった｡

4番目､生活習慣病の概念を導入することに

より、小児期から生涯を通じての健康教育が

推進されること力朔待される。

つまりこれは、それぞれ人生の各段階段階

に、こういった生活習慣病にならないような
目標を設定して努力しましょう、その集積さ

れた結果が健康な生涯を送るということにな

るんだという解釈になるわけですね。

思います。

まず、現状における子ども達の暮らしの状

況を示す図を見てみます。特に、一日エネル

ギー量と栄養素の摂取量の年次推移（1952年

~1994年）を見てみます。

一番大きく変化しているのは、脂質の摂取

が非常に増えてきたと言うことがいえると思

います。面白いことに、世界の疫学的研究で

見ますと、子どもの肥満が増えているところ

は何処でも同じにように、摂取燗防の比率が

高くなってきているのです。特に、東アジア

は肥満の問題が注目されていますが、そこで

の報告でも同じように、総エネルギー量の問

題と動物性の脂肪摂取の問題が非常に大きな

関与を示していると言うことが指摘されてい

ます｡日本も同じように、脂肪エネルギー比

が33.2％も増えてしまった。従来、厚生省は

25％か20％くらい力浪いのでないかと試

算していたのですけれども、どんどん増えて

しまって30％を越える状況力診しくないと

いう状況であります。

身体活動の一つの傾向を知る意味での成績

なんですが、学校以外、特に放課後ですが、

運動・スポーツをした割合がどれくらいある

かということを、1992年と1981年で見てみま

す。小学校の3～4年生と中学生、高校生と

見てまいりますと、特に男子の1992年の比率

が下がってきているのが分かります。高校生

も中学生も殆ど30％以下である、殆どが外

で遊んでいない、体を動かしていないという

状況がよく分かります。そして、女子も1981

年の小学校5～6年生ですが、当時は60％

位あったものが、 10年後の1992年は40%

まで落ちているという状況です。小学校3年

生も70％から40％に落ちています。

このように、我が国の学齢期にある子ども

達の、学校以外での身体活動量は非常に減っ

ているという点は、やはり現在における生活

習慣病に関連する種々さまざまな危険因子を

○学校保健教育と生活習慣病予防

今日は、学校保健教育という問題を中心に、

どんな方法でいま生活習慣病検診を中心に、

学校保健教育として、予防が小児期からなさ

れているかという点についてお話ししたいと
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逆に、商売も車を止めるようなスペースがな

いと、はやらないというような状況でありま

して、車に依存する率力琲常に高い。子ども

は小さい時からそれに慣れてしまっています。

そして、冷暖房の完備した住居の普及。夏

なんか外で遊んでいる子はいません。涼しい

クーラーの効いた室内でファミコンをしてい

るといった状況です。

こういったことが、子どもの日常の身体活

動を減少させる大きな原因ではないかと思い

ます。

ここで特に問題なのは、テレビの棚時間

が長いということです。一日の槻時間が4

時間を越えると、肥満の頻度が増えるという

ことが示されています。これは日本だけでな

く、アメリカでもテレビのf鱸時間と肥満と

は明確に関係があると報告されています。

増悪させる可能性は十分考えておかなければ

ならない。先の栄養の問題と身体的活動の問

題が全体的傾向として如実に示されていると

言う状況なのであります。

では何故、身体活動が減るのだろうかとい

う点をまとめてみますと、まず第1に、体を

使って行う家事労働の減少は大きな意味を持

ちますね。生活が非常に便利になっている、

電化製品がある洗濯機があるという状況で、

子どもに家事労働を強制するというか、助け

てもらう（そういう習慣も教育の一つなので

しょうが）そういうことを積極的にやってい

る家庭が非常に少なくなってしまったという

ことなんです。第2点は、高学歴社会での受

験戦争の激化という問題が、避けて通れない

要因です。受験勉験のために外遊びが出来な

い、あるいは自分一人が公園に行っても、お

友達が受験勉強しているので遊んでくれない

というようなことが現実に起きているわけで、

非常に問題だろうと思われます。しかし、こ

れを一朝一夕に解決するのはなかなか困難で

はないかと思いますね。

それからテレビやテレビゲームの普及、室

内の娯楽の充実という点も見逃せません。昔

は、こんな便利な娯楽はなかったものですか

ら、大抵は学年の上下の差がなく一緒になっ

てよく広場で、空き地で、遊んだという経験

があったものですが、今ではそういうコミュ

ニケーションすらない状況です。今では遊ぶ

と言っても、身体を使った遊びではないと言

う状況です。次に、少子化による兄弟姉妹や

近隣の友達の減少ということも、大変重要な

テーマです。

それから、自動車を始めとする交通や運搬

手段の発展・普及。歩かなくて済む。歩くと

いうことが非常に億劫になっている社会です。

デパートへ行っても駅に行ってもエレベータ

やエスカレータがあります。歩いて10分の

所でも、自家用車で買い物に行ってしまう。

実際の生活習慣病の検診ということで、自

主的に行っている学校があります。大体20

万人位がこの検診を受けている実態が報告さ

れています。東京都の平成7年度の成績があ

りますが、それを見ると子どもの健康状態が

どんなものであるかが分かります。

まず、小中高生徒の肥満の頻度は合計する

と15％弱まで伸びてきているということで

す。肥満の子ども達を20年、30年と追跡

している地区があるんですが、それによりま

すと、現在は20年前に比べて肥満の頻度が

2倍になってしまったという報告は随所で見

られます。それから、これは1970年代に

なって初めて気づかれたのですが、我が国の

子ども達のコレステロール値が非常に高くな

っている、その値が200n唱/dlを越える頻

度が10％を越えている、これは何処の地域

でも数値は同じだと思います｡中には肥満と

同じ15％に近いような地域もあって、かな

りこのコレステロールの値については地域差

が激しいように思います。
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Ｉ

血圧はむしろ低い感じでありまして、高血

圧の頻度はそんなに多くはない、二次検診の

レベルでは0.3％くらいです。中学生、高校

生になって本態性高血圧は明確になってきま

す。この多くも肥満と関連性をもって示され

るということです。

最も注目しなければいけないのは、こうい

った子どもの親たちの健康問題力琲常に悪い

ということです。大体20％は高血圧である

とか糖尿病であるとか、高脂血症あるいは脳

卒中、心筋梗塞など、全部含めて何らかの生

活習慣病を持っている親がいるという現実が

あるわけです。

ているわけですが、最初と比べてこれは6％

未満です。95年はもう12％に近いような

値になっている、つまり2倍くらいの頻度で

増えている、しかも高度肥満（中等度以上）

の頻度を見ていみますとやはり同じように、

2％未満たつだのが4％近くまで伸びていま

す。単に肥満の頻度が増えているだけでなく、

高度肥満の頻度も増えている、肥満が高閲こ

していると言えます。

話力竣わって、アジアの状況を私どもが調

査した内容を見ますと、1986年、 1997年にお

ける中国の北京市（一人っ子政策のときです

が）の肥満幼児の頻度の比較、3歳から7歳

までで調査した統計があります。寄宿制の幼

稚園という制度がまだj鯨には残っておりま

すけれど、一方には通園制の幼稚園がありま

す。社会経済が非常に豊かになってまいりま

して、外食産業も盛んになって、恐らくj鯨

に行った方はそういった光景を目にするので

はないかと思いますが､肥満の頻度も1986年

に報告されたのは2％を越えるような状況だ

ったのが、現在では、特に家庭から通園して

いる（要するに市場経済に接触する機会の割

合の多い)家庭では、8％にも肥満が増えて
しまったという状況があります。これは殆ど

が男の子なんです。寄宿生の方はまだそんな

に大きな増加はないという状況です。

1997年のトータルで見ますと、5％を越え

る、やはり2倍くらいの頻度で増えてきてい

ることが分かります。

東アジア全体ではどうかということですが、

主なものを見てみますと、香港もやはり10

％を越えていますね。この肥満の判定も日本

と同じ、身長別の標準体重を設定して、それ

からどのくらい重いかを見るわけです。肥満

度を、標準体重より＋20％以上を肥満とし

ていて共通です。その頻度は、香港では10

％、台湾では20％を越えています。シンガ

小児期の生活習慣病の中でも、代表的な肥

満の問題を取り上げて見たいと思います。

これはお相撲さんではなく普通の子どもな

のですが､先程も申しましたようにここ10

年来、子どもの肥満の程度力憩くなっている

ということを言いたかったので、お示しして

いるのですが、なぜこんなに高度肥満化する

のだろうという問題、単なる肥満と高度肥満

を分けて考えてみますと、高度肥満化する要

因はなかなか簡単そうで簡単でないのですが、

我々の最近の印象では生活環境と非常に関係

があると思います。特に、母子家庭のような

環境が目につきます。

これは、体重と身長のパーセンタイルの成

長曲線です。身長は平均的に伸びておりまし

たけれど、 12歳を過ぎるとそのスピードが

急に落ちるんですね。逆に体重の方はどんど

ん身長の曲線の方まで横切ってしまうほど伸

びて行ってしまう。こういった高度肥満が、

非常な健闘章害を持つのは、およそ類推出来

ると思うんです。

肥満の頻度の話にもう一度戻りますが、こ

れは日本の成績なんですけれども、 1974

年から1995年までの20年間を追跡した

例なんです。肥満度が20％以上の頻度を見

－7－



肥満とは定義されないんです。脂肪の量が多

くなければ肥満と定義されないんです。これ

は有名な研究なのですが、0歳から18歳ま

でに、子どもの脂肪細胞の状況がどう変化す

るかを見たものがあります。まず、成人の数

を100として、0歳から18歳までの変化を

見ているわけです。2歳から数値が上がるの

ですが、それでも成人の30％程度です。8

歳で40％近く、 18歳になってやっと成人

の90％位までに近づくという状況です。

脂肪紐胞の大きさですが、面白いことに赤

ちゃんの最後は分娩前に成人の110％くら

いになります。そして出産してすぐに減って

きます。脂肪細泡のサイズは、正常の場合は

殆ど成人の90％くらいのラインを過ぎてい

くんです。ところが、子どもで極端な肥満は

脂肪細胞のサイズが随分大きくなるんです。

近年分かってきたのですが、脂肪細胞の大き

さが或る一定以上になると、新たに脂肪細胞

がポコッと顔を出すんです。それがどんどん

増えて行くわけです。どれくらい増えるのか

というと、最高で約10倍くらい増えるので

はないかと言われています。

大体、人間の脂肪細胞は350億個位ある

んです。その10倍です、そして一旦脂肪細

胞の数が増えると減らないんですね。ですか

ら、いかに小児期にその数を増やさないよう

に、肥満をコントロールするかと言うことが

大変重要な点になるわけです。

また近年、脂肪、また肥満の意味がだんだ

ん分かってまいりまして、レプチンという物

質が発見されました。これは脂肪細泡に発現

して血液中に分泌されて、視床T部（満腹中

枢をコントロールしているところ）にレプチ

ンの受容体がありまして、そこに付くと満腹

だという信号が出て、摂食を止めるというメ

カニズムが分かってきたわけです。それは単

に、満腹中枢が阻止されるだけでなくて、エ

ネルギー消費の昂進、インスリン分泌の低下

ポール（中国系の子どもですが）は15％。

199脾の東京では15％近くになってきてい

るという状況です。

このように東アジアの諸国では、都市部で

も全部が全部肥満化している訳ではなくて、

栄養失調の部分と肥満した部分が共存してい

る状況です。ともかく日本を含む東アジアの

子ども達の健康問題として、肥満化している

状況は共通であると言うことは示されたわけ

です。

○肥満は小児生活習慣病の主役

なぜ子どもが肥満なのかということをもう

一度おさらいする事になるわけですが、一つ

は、こう言った関係が成立するんです。先ず、

小児肥満というもの、或いは小児期の暮らし

方というものは、成人期の肥満へ移行するこ

とが大変多い。そして、成人期の肥満という

ものは、必ずインスリン抵抗性という問題を

抱えているわけです。

脂肪紐胞が一杯溜まってしまうと、インス

リンの働きが悪いですから、膵臓のランゲル

ハンス島から一杯インスリンを分泌するんで

す。最初のうちはいいんですけれども、長時

間、又は年月が経つと高脂血症を惹起する、

あるいは糖尿病を惹起する、あるいは高血圧

になる－－このインスリン抵抗性が、すべて

がこう言う生活習慣病に関係しているという

ことが、最近医学的に証明されるようになっ

てまいりました。こういった状況は、先程申

しましたリスクファクターといった状況であ

りまして、動脈硬化を促進するということが

明確になってまいりました。つまり、こうい

った動脈硬化、或いは昔の成人病と言ったも

のの中で、肥満の演じる役割は非常に大きい

んだということが明確になってきた訳です。

子どもの脂肪細胞一肥満というのは脂肪細

胞の脂肪蓄積一の量的な問題がでてきます。

ただ体重が重い、過体重だというだけでは、
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などを左右することまで分かってまいりまし

た。その遺伝子(OB遺伝子）が人間にもあ

るということが確認されています。しかし、

OB遺伝子の異常で単純に肥満化する例は、

数例しかないんですけれど、多くはこれに類

するようなさいろいろな遣伝子が人間には関
与しているんだろうと言われています。

題でありまして、いろんな研究がされてまい

りましたが、一つは体格指数の問題で判定す

る時に、以前はローレル指数が多く使われた

のではないかと思います。体重を身長の3乗

で割るというのがローレル指数､カーブ指数

は体重を身長の2乗で割る、大人で言うボデ

ィ・マス．インデックス(BMI)と似てい

るわけです。大人で言えばBMIが肥満の判

定に威力を発揮しているわけですが、子ども

ではまだまだいろいろな要素が入ってまいり

まして、身長の2乗がいいのか3乗がいいの

かは論争の的なんですが、ある先生は2乗と

3乗の間の数がいいという検討の成績も出し

ています。それから、身長と体重の成長曲線

で判定する場合もあります。

「肥満度」というのがありますが、これは

日本には大変重要な学校保健統計というのが

あります。これは立派な根拠になる訳でして、

年齢別、身長別、性別の標準体重が設定され

ているわけです。標準体重は、例えば10歳

で身長が130センチなら、標準体重は30

キロだというような形で、それから現体重を

引いて、それを現体重で割ったものに100

を掛けて、20％以上を肥満とする。肥満度

20％ということを考えれば､どの年齢でも

適応できますから非常に便利です。肥満の経

過を追うには便利です。

あと、成長曲線、社会的基準、それから実

効的基準一一これはBMIで言われているよ

うに、一体どこの時点で健康障害が多いかと

いう点を参考にして決めるというようなこと

です。最近では、bi"lectOrical-immance

バイオエレクトリカル・インピダンス法とい

う、生体インピダンス法が、家庭に取り入れ

られていまして、非常に簡便なんですが、測

定の条件がありまして、いたずらにやってい

ると変な結果になるので注意しなければいけ

ないと言うことがあります。それから、水中

体重秤量法、これは体密度を算定して、昔か

β3（ベータースリー） というアドレナリ

ン受容体も発見されました。日本人にはこの

遺伝子変異が非常に多い。そのために、エネ

ルギーの昂進がうまくいかない、脂肪をため

やすい（これは飢餓のための状況なんでしょ

うが）－－人間は本来脂肪を溜めなければい

けないようになっている訳なんで、そういう

意味での遺伝子変異が日本人には多い、とい

うことは瀧洞錆力琲常に増えた背景にもなっ

ているようです。

その他、脂肪細泡から単に脂肪を溜めるだ

けでなくて、こういったTNFαであるとか

PAI-I (パイ・ワン）であるとか、いろ

いろな生理活性物質が分泌されいるわけです。

だから、脂肪細胞は脂肪を溜めるだけなく、

いろいろな生態に対する作用、影響、過度の

肥満になれば悪影響が出てくということが分

かってきたわけです。

先程申し上げた脂肪細胞の受容体として、

β3アドレナリン受容体が見つかったという

ことですが、脂肪には褐色脂肪細胞（人間に

は新生児期だけに著明です）と皮下脂肪の主

体である白色脂肪細胞があります。メカニズ

ムにおいて多少違いはあるんですけれども、

特に、褐色脂肪細胞は熱産生の方に威力を発

揮するわけです。遊離脂肪酸とか中性脂肪だ

とか、脂肪を分解、或いは溜めるという方向

に大変重要な働きがあるわけです6

小児の肥満というのは学校保健の現伏で、

どういう判定するかということが、今でも問
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らある基本的なものですが、実験室的のもの

で誰もが行えるものではないです。 “

こういうことで、小児肥満の一応の判定を

するのですが、見て分かるという点でいうと、

ぶよぶよしているというのが肥満だろうとい

うことになるわけです。特に、肥満度が20

％近辺ですと、単なる過体重ということであ

るわけですから、肥満でない筋肉質の子ども

も肥満と判定されかねない訳ですから、最終

的には皮膚をつまんで皮脂厚を測るとか、こ

ういった生体インピダンス法を参考にすると

かして、肥満の指導をしなければいけないと

いうことになります。

今申し上げましたカーブ指数、ローレル指

数、肥満度という内容ですが、変量としては、

体重は身長の変量であると規定できるんだろ

うと言うことです。二次元と一次元の違いと

いうこともあるので、体重は三次元ですから、

身長の影響を受けることは当然であるわけで

す。

最近、厚生省が母子手帳に取り入れた、幼

児期における肥満の判定もありますが、幼児

期の場合は肥満度が大体15％以上を、 「肥

満傾向児」と判定するようになっています。

幼児期で30％は相当ひどい肥満児です。3

歳くらいで肥満力塙度化した子どもが最近増

えてきました。これは非常に指導がしにくい

ところです。ですから家庭環境としては、保

護者の責務ということが大変重要になってき

ます。高度肥満化しないように保護者は努力

すべきだし､そう言った努力に対して我々が

支援するように心掛けなければならないとい

う状況です。

肥満の合併症なんですが、脂肪肝､高脂血

症、高血圧、糖尿病、高尿酸血症、これら全

部が子どもで認められます。呼吸器障害、い

つもうつらうつらして眠っているような状態

で、炭酸ガスが一杯たまってしまうような子

がいます。眠ているときにいびきをかいて、

呼吸を止めるというような子、睡眠時無呼吸

になる子なんか決して珍しくないんです。突

然死の原因になるので注意しなければなりま

せん。

それから、近年問題になっている内向的性

格、性格に対して影響が出ているということ、

いじめの原因になっているし不登校の原因に

なっている、或いはまた、そのために肥満が

悪化するというように非常に悪循環するとこ

ろです。こう言うことで、小児肥満の対応を

きちっとしなければいけないと言われる訳で

す。

実際にどう指導するかということですが、

これは、外来および学校の養護の先生なども

同じようにやって頂ければいいと思うんです

が、先ず、肥満のセルフモニタリングという

方法が、学童期以降であれば大変効果がある

んです。チェックリストということがよく挙

げられていますが、それ以前に、われわれが

セルフモニタリングと言っていたのですが、

食事の取り方、食事の内容、あるいは運動、

放課後の時間の使い方、それから休日での問

題、そういった問題についてある一定のチェ

ックリストを付けさせるわけです。それによ

って、生活を見直す、そしてどこに肥満化す

る要因があるんだろうというライフスタイル

を知るということです。その点について何を

改めたらいいかは協議して行くわけです。全

部を一度にやるわけではなく、出来ることか

らポイントを絞ってやるということです。

食事指導､これは例えばエネルギーの摂取

量が多い、脂肪が多いと言ったことの食事調

査から指導が出来ます。

この効果は、軽度または中等度の肥満では

75％が治るんですけれども、高度肥満はや

はり25％くらいしか治らない。いかに肥満
の高閲こしたものは治しにくいか、それには，

家庭の問題が非常に多いですね。お母さんが

食事を作れない状況にあるとか、外食に依存
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しない状況でやりたいわけですが、それがな

かなか出来ないということです。

セルフモニタリングのなかで、日本、英国、

アメリカの学者が仔どもの肥満にとって、

一番重要だと思うことを挙げてください」と

いうアンケートがあったのですが、すると、

第1にテレビの視聴、視聴時間の問題、それ

から清涼飲料水をどれだけ飲んでいるか、車

への依存、エレベータ、エスカレーター、そ

れから冷蔵庫、外食産業への依存。おじいさ

んやおばあさんと暮らしていると「食べろ、

食べろ」と言う。最後は、ボーデム(Mem)

一一イギリスなんですが、先程日本でも子ど

もに手伝わせないと言った問題で、子どもが

ゴロゴロしているということを指しているん

ですが－－退屈で何もすることがないと言う

状況。こういったことが、過食と非蔑璽勤性と

いう問題を惹起して肥満に大きく影響してい

るんだろう。逆に、こういった問題から子ど

もの生活を見直した時に、こう言った要因が

あれば治していけば良いと言うことになるわ

けです。

うに3倍、かなり発症率力塙いということが

分かると思います。

これも同じですが、死んだ場合はどうかと

いうことですが、恐ろしいことに500人の

うち55人が死んでいるのですけれども、平

均年齢が41歳と非常に若いんです。やはり

一番多いのが心臓病で43.3歳、43.6％です。

それからガン、特に大腸ガンとか肝臓ガン、

悪性新生物が多い。また肝臓疾患、膵臓疾患

など消ｲ畷病も多い。こういったことで、肥

満化することが良くないということが、長い

年月を見ても分かるということですから、子

どもの時期からの健康管理が非常に重要で、

生活習慣病の予防が大切な役割を担っている

んだということです。

私が一番言いたかったことは、学校保健教

育でこの問題を、子ども達は理解が出来る年

齢であるし、一般的な講義をしていくような

内容ではなくて、もっと実体験が出来る積極

参加型の健康教育をすることが重要であろう

と、特に私たちが思っているのは、自分の健

康は自分で守るという姿勢をどこかで教育す

ることがないと、生活習慣病は蔓延するし、

どこかで予防する力を付けてあげなければい

けないということです。ところが、今の両親

が、家庭でどれだけ出来るかというと、両親

自身の成人病の重さもありますけれど、疑問

であると思うわけで、ともかく学校保健教育

で、皆で力を合わせて幸福の基礎である健康

を十分築き上げていく努力をしたいと思って

おります。

十分ではありませんでしたが時間ですので

これで終わらせて頂きます。

ご静聴ありがとうございました。

小児肥満の長期予後の例があります。

日本ではまだ十数年くらいしかフォローが

ないのですが、いったい、肥満の子を40年

間フォーローしたらどうなったかという成績

がスヱーデンから出ています。それを見ます

と、 10代、30代、50歳から70歳まで、

それから全体、ということで見ているのです

が、一般人口との罹病率の比較をしているの

ですが、肥満の子どもたち500人くらいを

対象にして追跡した調査です。

どの年齢でも、例えば、 j心艤病、消化器病

の頻度が高いのですが、全体として心臓病は

一般人口の罹病率が14．7%ならば、その2

倍くらいある。消化器病は、一般ではわずか

4％なのに、肥満の小児は15．3％というふ
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精神科医から見た虐待へのアプローチ
～児童相談所から依頼を受けた一症例をもとに～

横浜市立大学市民総合医療センター（精神医療センター）小児精神神経科

精神科医 管野美紀

．調査はそれぞれの担当ワーカーの方に対し、

アンケート形式でお聞きしました。主な調査

項目は、児童や養育者の抱えている問題、入

所期間、退所理由、養育者との関係の謝上な

ど、20項目でした。回収率は100％で、

児童の平均年齢は7.4歳、男子40名、女子

35名でした。身体的虐待35％、ネグレク

ト53％、心理的虐待8％、性的虐待4％で、

虐待別件数の割合は実父31％、実母50％、

継父または養父10％、継母7％、その他1

％でした。

この調査で養育者の治療が行われたのは、

わずか7名であり、しかもこのうち6名は子

どもが入所する時点で、明かな精神疾患をも

っていました。養育者自身が自分自身の問題

ととらえることができないのであろうと思わ

れました。

今回、児童相談所から依頼を受けた一症例

をもとに、虐待への精神的アプローチや、治

療の継院性の困難さを検討してみたいと思い

ます。

児童虐待に関する報道がマスコミを賑わわ

せ、虐待という言葉への認識は普及してきま

した。児童虐待が年々増加傾向にあるのも、

虐待そのものの増加だけでなく、そのように

認識が広まり、通報されやすくなったことと

無縁ではないと思われます。また以前は、特

定の家庭にしか起こらないと思われていた虐

待も、今では、どこの家庭にでも起こり得る

出来事とも言われています。子育て支援の必

要性を盛んに言われるのは、そうしたことと

無関係ではなく、表裏一体なのではないでし

ょうか。

このように児童虐待といっても、いろいろ

な家庭があるのと同様、様々であり、それに

対するサポートも様々であるのは当然です。

こうしたサポートに精神科医が関わることは、

実際はあまり多くはありません。被虐待児へ

の治療は、養育者に養育困難の自覚がある場

合か、とても施設入所させられないほど、情

緒的にも行動的にも問題があって、入院させ

ざるを得ないケースに限られることが多いの

です。それも継競して関わることは、かなり

難しいという印象を持っております。また、

養育者自身への治療ですが、明かに精神障害

によるもので、治療に反応する場合は改善が

見込まれますが、極端な性格のかたよりだけ

の場合は、自覚に乏しく、なかなか治療にの

らないのが実状です。

それをご説明するために、私自身が平成6

年度および7年度に、横浜市中央児童相談所

で被虐待児として対応された児童302症例

のうち、硫殻入所した75症例の経過調査に

ついて、少しお話ししたいと思います。

【症例】 M子31歳

長男8歳次男7歳長女5歳

【生育歴】

非嫡出子として出生。母親は男性との交流

が多く、また暇があるとパチンコをし、放任

の状態でM子は育った。M子は小学生の頃か

ら痛癩持ちで、思い通りいかないと腹を立て‐

る子であった。十代半ばで、母親はガンで死

亡。天涯孤独の身となった。一人でいるのが

嫌で、常に恋人をつくった。その後、就職。

22歳で、同級生であった夫と結婚し、3児
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をもうけた。

M子は以前より身近な人から、見捨てられ

るのではないかという不安にかられるところ

があった。このため、夫が逃げてしまうので

はないかと心配で、かえってわざと朧婚し

て。」と迫ったり、嫌がらせをして、実際に

夫が逃げないかどうか試すようなことをたび

たびした。頻回に夫婦喧嘩を繰り返し、夫は

何度も家出をした。 ‘

その後内縁の夫との関係がばれ、H4年2

月夫は焼身自殺をした。その直後より、内縁

の夫と同棲を始めた。3番目の子どもである

長女は、この内縁の夫の子どものようであっ

た。当時、内縁の夫は働いておらず生命保険

で手に入れた大金は、海外旅行や高級車購入、

生活費などで、すぐに使い果たしてしまった。

任状態であった。大量に服薬をしたり、子ど

もを道連れに無理心中をしたいと児童相談所

に連絡したため、私の勤務していた精神病院

に6月5日緊急入院となり、子どもは全員、

一時保護となった。

【祢珍時状態像】

児童相談所の医師と、担当ワーカーと共に

来院。 「入院したい。夜、心寂しくなって、

何も考えたくなくなり、死にたくなってしま

うから。」年齢よりはるかに幼く、美人。3

人の子どもがいるようには見えなかった。

【経過】

入院直後、たばこの本数が制限されている

ことから、急に「入院するのではなかった｡」

と怒りだし、ふてくされた。翌日には児童相

談所に緊急の電話をしたいと言い出し、何を

連絡するのかと思ったら、担当ワーカーに、

コーヒーが欲しいと連絡した。気ままに生活

できないため、いらいらして落ち着かなかっ

た。子どもに対する思いは一言も聞かれず、

感情の赴くままに要求内容が変わった。思い

通りにいかないと、感情のコントロールがき

かないようであった。私が､｢命と、コーヒー

やたばこを一緒にするのはおかしいのではな

いか。」と指摘すると、わつと泣き出し「ご

めんなさい。」と謝った。しかし、このよう

な一連の行動はあまりにも幼く、知的な問題

と養育能力の低さが感じられた。入院目的と

して、まずは生活リズムの改善から始めるこ

とにした。これまでは、学校に通う子どもが

いても、昼夜逆転した生活であり、自分中心

に生活が行われていた。

入院生活に慣れ始めた頃より、生育歴や実

生活上のことなどを話し始めた。5歳の長女

に対しては、凧の話を聞いてくれるし、相

手にしてくれるし、かわいい。」と語り、親

子関係が逆転しており、長女から見捨てられ

【現病歴】

平成5年8月に、内縁の夫が働かないため、

包丁を持って暴れたことから精神病院に受診。

その後、不眠、不安時などで不定期に通院し

ていたようであった｡平成7年9月に長男、

平成8年12月に次男が、 「家の金を持ち出

す。他の子どもへ暴力をふるう。」というこ

とから、児童相談所のケースとなった。二人

とも、M子と内縁の夫から殴られたり、浴槽

の水につけられたりといった体罰があきらか

となった。特に、夫に似ている長男に対して

の虐待は激しかった。長女に対しては、暴力

は振るわれていなかった。同月下旬、辰男、

次男に対する暴力が止められない。」と、M

子が児童相談所に訴えたため、二人とも一時

保護された。

M子は知的にやや低く、人格的にも未熟で

幼く、常に誰かを頼りにしていないと不安に

なる性格であった。そういうM子と内縁の夫

との間に、5月下旬に別れ話しがでて以来、

M子は非常に不安となった。淋しくて落ち着

かず、家事もしなくなった。養育は全くの放
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と諭したが、聞く耳を持たなかった。内縁の

夫に対する執着は激しかった。そこでDNA

鑑定は簡単に行えることではないこと、 トラ

ブルが生じるため、必ず家庭裁判所を通じて

行うことが必要と諭した。結局、内縁の夫か

ら「どこまで俺のことを振り回すんだ。」と

言われ、あきらめざるを得なかったが、思い

通りにいかなかったため、苛立ち、長女に当

たり散らすようになった。食事も満足に与え

ないため、長女も一時保護させるよう説得し

たが、結局、夫の祖母がしばらく面倒をみる

ようになった。

一人になったM子は内縁の夫のもとに押し

かけたり、複数の男性と性的交渉を持つたり

と生活はますます乱れた。その後、抑鯵状態

となり、食欲も低下。H9.12.10.再びM子

は入院することになった。しかし、長女から

見捨てられるのではないかと不安になり、短

期入院で終わった。面接に同伴する長女は精

彩なく、落ち着きに欠けた。M子が、長女を

育てる能力が自分にあるのだろうかと聞いた

ので、自分だけで手一杯ではないかと伝えた

が、一人になるのは不安だからと、長女の気

持ちになって考えることは出来なかった。相

変わらず内縁の夫への切り札と考えていると

ころもあった。

年が明け、長男、次男は子ども専門の精神

病院に入院した。長男の診断名は行為と情緒

の混合性障害。大人への依存が強い反面、安

心感力清っておらず、見放される不安力職い

ため、他の患者とのトラブルが頻回であった。

次男は行為障害。大人への不信感が強く、反

抗的であったり、投げやりであったりした。

同年齢の子どもとの関係づくりは不得手で、

被害的、攻撃的になりやすかった。二人とも、

時間をかけて人との安定した関係が持てるよ

うに治療が行われていった。私自身はM子へ

支持的に接し、精神状態への対応だけではな

く、M子の依存対象の一人となって、継続的

に関われるようにしていた。長女の状態へも

ることへの不安もあることが明かになった。

また内縁の夫とよりを戻して、長女と3人で

生活したいと語った。長男、次男への想いは

語らず、 「捨てられるのは絶対嫌！」と内縁

の夫への未練ばかり語った。このようなこと

から、内省することで親としての成熟を期待

することは、かなり難しいと判断した。内縁

の夫が面会に訪れたが、復縁を迫っても応じ

ないため、M子は極めて不安定になった。内

縁の夫にもそれなりの理由があり、常に自分

中心のM子の言動に、付き合いきれなくなっ

たようであった。些細なことでかっとなった

り、疑ったり、ふさぎ込んだりするM子に振

り回されていた。

M子は子どもに対しても、思い通りにいか

なければ、かっとして殴っていた。内縁の夫

との関係力轤理されるまで、入院は必要と思

われた。その後、好余曲折を経て、内縁の夫

と別れることを一応決心し、7月下旬、退院。

しかし、食欲不振であったり、孤独や不安か

ら苛立ったりして不安定であった。その不安

定さに子ども達も影響され、長男は腹痛から

入院したり、次男は不登校になった。長女は

母親に気を遣い続けた。次男は家で荒れるた

め、M子は対応できず、再び一時保護となっ

た。その後、退院した長男も嘘をついたり、

M子をつけまわしたり、ヤスリで手首を自傷

するなど不安定となったため、長男も一時保

護された。長男は母親から見捨てられるので

はないかと不安であった。M子は子ども達の

こうした態度を支えきれないばかりか、あい

かわらず自己中心的で、気分転換と称して遊

び回っていた。

長男、次男がいなくなって、却って内縁の

夫とよりを戻せるのではないかと期待するよ

うになり、長女のDNA鑑定をしたいとまで

言い出した。内縁の夫の子どもであるとはっ

きりさせたら、戻ってくるのではないか、3

人でやり直しが出来るのではないかと期待し
た。私は長男、次男の気持ちを考えるように
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注意し、いざというときに危機介入できるよ

う配慮していた。その後、M子は内縁の夫が

他の女性と結婚すると分かってから、却って

開き直ったかのように安定し仕事を始めた。

このまま親子ともども落ち着いていくこと

を期待していたが、8月突然初老の男性とつ
きあい始めた。この男性は無職であったが、

「お金はある、経済的に面倒はしっかりみる

し、M子のことは一生大切にする。」と言う

ため、M子はすっかりその気になった。止め

る間もなく、結婚する、引っ越しをすると言

い出して治療中断。治療期間は1年3カ月で

あった。更にM子は周囲の制止を振り切って、

長男､次男も11月に退院させ、他県に転居

してしまった。M子は長男、次男の病状を認

識しているとは思えなかったが、 「田舎での

んびり暮らせば、薬も飲まずに良くなるので

はないか。」と男性に言われるがままに退院

させたようであった。児童相談所の担当者は、

転居先の児童相談所へ連絡。しかし、M子は

転居先の児童相談所へは行こうとしなかった

ようである。その後、この男性は詐欺師であ

ることが判明。子ども達の育英年金が目当て

のようであった。現在M子親子が、どのよう

な暮らしぶりであるか全く分からない。

M子の診断名は、依存性人格障害および軽

度精神遅滞(IQ63)。 もともとの素質

や能力が十分でなかったうえに、M子自身が

安定した母子関係のなかで育っておらず、未

熟なまま成長した。結果、具体的な問題も処

理できず、自分自身の情緒的なコントロール

もできないようであった。男性との関係も、

一方的なしがみつきに近い依存関係になり、

他者との間に対等で適切な距離を保った関係

を構築できる力はなかった。そういう状況で、

結婚、出産、育児という課題に直面しても、

母親としての役割を果たすことは極めて困難

であったといえる。子どもに対する感情も、

長女に対して如実に表れているように、あた

かも愛らしい人形に対するような愛情の持ち

方であって、長男、次男が思いどおり扱えな

くなると、パニック状態となって、暴力を振

るったり、見捨てたりしたと思われる。

この症例のように、安定した治療関係が築

けない場合、どのように対応していくかは、

法律的な問題も含めて検討していかなくては

ならないと思われます。

….….….…原綴募集….……….．
『育療』 .23号の原稿を募集しています。次回は投稿された内容
を中心に編集したいと考えています。是非、ご協力ください。
1 ．内容

(1)研究論文……教育実践報告。医療・看護の実践報告。その他

子ども達の支援の方法等。 （個人、グループの研究）
(2)日本育療学会への提言。

(3)主張、感想など……日常の社会生活の中で考えたり、感じた

、り、改善したいなどと想うこと。

2．形式一一自由（手書き、ワープロ郵送。ファックス可。）
3．期日 平成13年10月25日まで。

4．送付先 日本育療学会事務局（ﾃ194-0022町田市森野1-39-15)

TEL･FMO42-722-2203佐藤隆（宛）
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児童虐待に対する指導相談室の取り組み

神奈川県こども医療センター母子保健室

埜渡サチコ

その後、平成7年に再び児童相談所に戻り

ましたが､その頃は児童虐待が児童相談所の
大きな課題になっていました。

そこで、印象に残っている母親がいます。

それは、警察から児童虐待で通告を受けた母

親でした。その母親は、3歳の時に養護茄殻

に入所させられました。やむを得ない理由で

の入所だったのですが、彼女にとっては、数

年間話ができなくなったほどのショックだっ

たようです。彼女はその硫殻で中学校を卒業

しました｡卒難も自分を施設に入れた親に
対する拒否、憎しみが強く、家庭には戻らず

に社会に出て働きました。

仕事も男性関係も転々とする中で、子ども

が出来ました。彼女は育児書を片手に頑張り

ましたが、子どもが何か少しでも問題を起こ

したり反抗したりすると、殴ったり怒鳴った

りして押さえ付けることでしか対応できませ

んでした。自分自身は親に甘えた経験もない

し、受け止められた経験もない、反抗すると

いうことがどういうことか分からない、子ど

もとどう付き合ったらいいか分からないと、

彼女は訴えました。その母親にずっと付き合

ってきましたが、子どもが思春期に入り、問

題行動も大きくなり、結局、子どもは旛没で

教育を受けることになりました。虐待の問題

の大きさは、地下に根を張ったようなところ

があると感じています。

私は神奈川県の職員で、就職以来、福祉事

務所、障害者厚生相談所、児童相談所、婦人

相談所等々を転々とし、その中で何度か、角

度の違った児童虐待との出会いがありました

最初、私が児童相談所に行きましたのは、

昭和50年代の初めでした。その頃の児童相

談所では、児童虐待が話題になるということ

は殆どありませんでした。その後、私が児童

虐待について考えさせられたのは婦人相談所

に勤務したときです。婦人相談所と言いまし

ても、なかなかイメージが湧かない、馴染み

のない名称かと思いますが、これは売春防止

法という法律のなかで、保護を要する女性の

相談や一時保護をする機関として、都道府県

に設置が義務づけられています。その婦人相

談所で、相談を受けたり一時保護をしたりし

た女性の話を聞いていますと、幼少の頃、実

父や継父等から繰り返し性的暴力や身体的・

精神的暴力を受けたとか、子どもとして適切

な保護を受けてこなかったということが度々

出てきました。それらの女性の多くは、対人

関係がうまく保てず、そのために仕事に就い

ても長続きせず、職も住むところも失い人間

関係まで壊してしまい相談所に辿り着いたの

です。そのような話の中で、児童虐待の人格

に及ぼす影響の大きさを感じさせられました。

この婦人相談所で出会った女性に、2年ほ

ど前こども医療センターで再会しました。そ

の時の再会の仕方は、生後間もない乳児の母

親としてでした。乳児の状態は大人が何らか

の手を加えなければ成らない外傷による重症
でした。母親は否定しましたが虐待力轆われ

ました。虐待の根の深さ、問題の大きさを感

じさせられました。

私は現在、こども医療センターの指導相談

室で、虐待の問題に直面しています。こども

医療センターは、重掘心身障害児施設､肢体

不自由児施設、養護学校、こども病院で構成

されており、他の県立病院の相談室が医事課

－16－イ



の中に置かれているのとは異なり、独立して

設置されています。相談室のスタッフとして

は、保健婦とソーシャルワーカーと両方の職

種がおり、非常勤職員を含め9名です。

日常的な仕事としては、慢性疾患を持った

重度の医療ケアを必要とする子どもを持つ親

の不安や社会的な調整、育児不安を持つ親へ

の支援、スタッフの側からみて不安な親に対

しての支援一一具体的には外来や入院時の面

接および地域の保健所をはじめとした機関と

の連携一一を行っています。虐待の問題に関

しても、予防的な意味合いも含め日常的な親

への支援や関係機関との連携を行っています

が、もっと緊急を要するケースに対する対応

として、こども医療センターの場合、平成9

年の2月に「こども医療センター児童虐待対

策会議の設置要項」が出来ました。

午前中のお話にありましたように、今年の

11月に「児童虐待防止法」が発効しますが

従来より児童福祉法25条には要保護児童の

通告義務が定められています。 「こども医療

センター児童虐待対策会議」は、院内で生じ

た児童虐待に対する基本的な対応、対策、治

療・処遇の方針、さらに再発防止等を検討す

るためのシステムです。

これは、こども医療センターとして児童虐

待にどう取り組むかという基本的な方針を定

める対策会議（座長病院長）と、個々の症

例が出たときの症例検討会（座長副院長）

さらに副院長不在の時に緊急症例が発生した

ときの緊急症例検討会からなっています。

院内での流れとしては、虐待を疑わせるよ

うな症例が発生した場合、主治医や看護婦さ

んから相談室に連絡があり、相談室では事情

聴取した症例検討会の座長に報告することに

なっています。症例検討会のヌンバーとして

は、座長(副院長)、精神療育部長、精神科部

長、内科系・外科系代表（ベッドコントロー

ラー）、相談室職員、看護部代表、療育課長、

状況によって最寄りの児童相談所職員です。

検討会議が始まった平成9年2月以降、現

在までの症例検討の数は22例です。この数は

明らかに虐待があったり疑い力特たれる数で、

この他に育児不安の母親や､未成熟で気掛か
りな母親等が多く存在します。そういう方達

に対しては、相談室の職員が受診の都度お話

しを聞き、母親の不安をサポートすると共に、

虐待の危険を回避するように勤めています。

午前中のお話でも、児童相談所はどちらか

というと学童期の子どもが多く、医療機関一

一小児科の先生方は乳児が多いと言うお話が

ありましたけが、こども医療センターの場合

も6割以上が乳児で、しかも4カ月未満の乳

児が占める割合が多くなっています。内容的

には、熱傷、硬膜下血腫、骨折等です。親は

虐待しましたとは言いませんけれど、親の話

と具体的な受傷状況と力琲常に異なっている

場合、私たちは虐待を疑い、症例検討会にあ

げていきます。

検討会に挙げられたお子さんの4割以上が

親子分離で施設に処遇されています。中でも

乳児の割合が多いため乳児院への入所が多く

なっています。乳児院に入所後も外来受診は

続いている場合が多く、在宅に戻ったお子さ

んともども、外来でフォローしています。特

に、在宅に戻ったお子さんを外来でフォロー

するのは難しく、私たちが声掛けをするとい

うことが、必ずしも親にとっては歓迎される

ことではなくて嫌な顔をされることがしばし

ばあります。それでも私たちは安全離認をし

たいという思いで、顔を見たり声掛けをした

りを続けています。

乳児院に処遇された子どものその後は、児

童相談所が指導に当たりますが、児童相談所

は非常に忙しく、施設に入った子どもの親の

指導まではなかなか手が届かないと、一般的

に言われています。しかし、中にはとても良

い経過をたどったケースもありました｡

それは、やはり外傷で入院してきたお子さ
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特に、重心施設とか肢体不自由児施設とか、

知的障害施没というような既存の分類に入ら

ないお子さん達、気管切開をしたりストマを

持ったり、その他の医療的なケアを必要とす

るお子さん達に対応できる施設が殆どありま

せん。そのようなお子さんの中にも、親から

拒否され精神的な虐待を受けているお子さん

がいます。そのケースの場合、時折、親に対

するレスパイトという形での施設利用で親と

子の精神的な支援をして来ましたが、子ども

が思春期に入り自己主張力職くなるに従い、

親子の軋蝶が強く危機的な状態になっていま

す。それに対して有効な働きかけが出来ない

でいます。

今後、重度の障害を残したり、多くの医療

的ケアを必要とするお子さん達に対し、必要

なケアを受けながら尚且つ自己実現の場を保

障されるような施設の必要性を非常に感じて

います。私たち医療機関には限界があって、

私たちが出来るのは虐待を受けている子ども

の通報や緊急対応ですが、通報を受ける側の

児童相談所は、虐待力琲常に激増している中

で、通報は受けても職員の対応力槌いつかな

いとか、親の指導までは難しい状態にあると

か、いろいろ困難な事情を抱えていると思わ

れます。

児童相談所の充実や、いろいろな状況にあ

る子どもを受け止められる施設の充実が、重

い障害を持った子どものいる医療機関の者と

してのわたしの願いです。

んで、家庭は外見的には非常に整った問題の

ない家庭に見えたのですが、お父さんが非常
にこだわりの強い性格で、子どもの癖が許せ

ず、自分の思い通りにその癖を直そうと非常

に強引な扱いをし、その結果怪我をさせてし

まいました。お母さんの話では、思い通りに

ならないと母親に対しても暴力的な対応が、

結婚以来ず－つと続いていたと言うことが分

かりました。そのために、お母さんはお父さ

んに対して自分の意見も言えず、子どもに対

しての暴力的な扱いに関しても、母親として

制止ができなかったということです。この親

子に対して、児童相談所は父母の面接・家族

療法等を継続的に行い、一方で関係機関とも

情報交換をしながら指導を続けてくれました

その結果、母親と父親の関係も、父親の一方

的な主導ということでなく、母親の意見も家

庭の中で聞き入れられるようになりました。

家庭の中で子どもの安全も守られる状態とな

って、乳児院から家庭に引き取られました。

子どもも非常に明るく、可愛らしく育ってい

ます。

こども医療センターは、もともと重度の障

害を持ったお子さんが多いのですが、検討会

にあがった22例の子ども達のうち2例は、

今後、重心施設でないと対応が困難というよ

うなお子さんです。私たちは虐待によって重

度の障害を残したり、多くの医療的ケアを必

要とする状態を残したりするお子さんが、今

後も増えるのではないかと心配しています。

平成'3年度学術集会並びに研究・研修会休止のお知らせ
例年11月頃に行っておりました上記の学術集会並びに研究・研修会は、

会員のご協力によって昨年度第6回を数えました。分科会も、不登校児．
筋ジス．アレルギー疾患．小児ガン．小児腎臓病． 自閉症重心．被虐待．
小児生活習慣病．そして各種シンポジウム、その都度各学会の先端を行か
れる先生方にご講演を頂き、内容の高さに注目を浴びていました。しかし
今後の当学会の運営などの面から、今年度は残念ながら休止せざる得ない
ことになりました。お詫びしてお知らせ致します。
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虐待を受けている子ども達と
その家族へのかかわりと機関連携

港南区学校カウンセラー

山田和惠

横浜市教育総合相談センター

初めまして、山田和惠です。

虐待といじめ、そこには共通して繋がって

いる部分がかなりありますが、学校で起きて

いる“いじめ画という事だけでお話し致しま

すと、それだけでも2時間にもなってしまう

かななどと思いまして、今回私は、他の先生

方と一緒にお話しさせていただく上で、虐待

を中心に機関連携のことをお話しさせて頂く

ことに致しました。そこで、虐待を受けてい

る子ども達とその家族への関わりと、それに

対する機関連携をどうしていくかということ

をテーマとさせて頂きました。

私の本来の所属は、関内にあります教育総

合相談センター、横浜市の教育委員会の相談

機関です。各区に臨床心理士が区担当という

ことで一名ずつ、平成9年から配置になりま

して、私は昨年度まで3年間、保土ケ谷区を

担当しておりました。今年度から、港南区担

当になりました。

「学校カウンセラー」という名称は、あま

り馴染みがないと思うのですが、これは横浜

市の造語でして、文部省のスクールカウンセ

ラーと区別するために作った言葉のようです。

港南区には公立の小中学校が32校ありまし

て、その32校のスクールカウンセラーとい

うことです。文部省ですと1校1人配置なの

ですが、 1人で32校担当ということで、常

に各学校で何かが起きた場合に呼ばれて行っ

て、学校に対して鐸カウンセリングの出前愛

と私は呼んでいるのですが、危ｵ幾介入のよう

なことばかりをしています。

それと同時に、今日の、虐待のことと直接

繋がっていくところなんですが、平成9年に

横浜市が、保健所を中心とする衛生局と、福

祉局（児童相談所もあります）と、私どもの

教育委員会と三局が一緒になって、仔ども

・家庭支援センター」を作りました。それが

各区に一つずつ、しかも保健所の中に設置さ

れました。そこに保健婦さんが入られて、教

育の方からは各区の臨床心理士1名、それか

ら小・中学校の校長OB各1名が教育橋淡員

という形で、福祉局から保育士さん、その四

つの職種のスタッフで、仔ども・家庭支援

センター」を立ち上げました。

同じ名称で、大阪にも似たようなものがあ

ったり、千葉にも全く同じ名称のものが出来

たようですが、内容的には大分違っているよ

うです。大阪の方は児童相談所が改名したよ

うな形で、もっと組織的で大きい機関のよう

です。横浜市は各区の保健所内に、子育て支

援を中心にということで設置したわけですが、

実際に蓋を開けてみると、初期相談窓口とい

う想定以上の、重く複雑多岐な相談が多くあ

り、年々相談件数も増加の一途です。児童相

談所の精神科や、他のやや敷居の高い相談機

関よりは、区役所の中にありますので、気軽

に相談にいけるというメリットがとても大き

いようです。0歳児から思春期まで、時には

引きこもりの29歳の息子さんのことでとか、

「子ども・家庭」と名称についていますので、

大人もその親からすれば負子ども画ですので、

かなり広い多様な範囲の相談が入ってきます。

-19-



その中で、これは虐待と言えるのではない とか在宅にしても、児童橘淡所がかなり常に

かとか、虐待が起きるリスクが高い親子では深く関わっているケース以前のケースという

ないかという方たちの相談や、その周辺の方のは、ほとんど話題に出ませんでした。法律

からのご相談が随分入ってまいります。実際の専門家の方たちは、私たちから見ると予防

に、児童橋淡所とか学校とか保育園とか、も 的なというより、かなり虐待が実際に起きて

ちろん保健所の中にありますので（保健所は いるような家庭でも、まだそこまでにはなつ

就学前のお子さんの地区担当の保健婦さんがていないという家庭が相当数あるんですが、
それぞれいらっしゃいますので）保健婦さんその程度のものまで虐待という認識は、まだ

と連携を取ったりとか、港南区ですと南部地まだお持ち頂けてないんだなと言うのが、実

域療育センターがありますので、療育センタ感としてありました。ただ、傍聴の立場とし
－のケースワーカーさんと連携をとるなど、 て拝聴しました。

一つのケースについて複数の機関と連携をと イギリスやフランスやドイツでは、虐待に

る必要が、随分日常的に起きております。 ついてどんな対応をしていて、どんな法的な
対応がなされて』､るか、それだけでなくケア

私自身は今日、京都から帰ってまいりまし のシステムがどうなっているかと言うご発表

て、昨日の会に出席したかったのですが出来もあったものですから、それがとても興味深

ませんでした。昨日、実は立命館大学で、私 く、大変勉強になりました。

は法律の全く門外漢だったのですが､虐待に フランスですと、日本では家餓判所の識
関するかなり密度の濃いシンポジウムがござ判官に当たる方が、ご自分が扱ったケースの

いまして、そこに参加してきました。それは、被虐待のお子さんについては、その審議の時

家族と社会ということで、法律の学会だっただけではなく、その後も、継院的に何度もお

ので、私はI鑑講という形で勉強させて頂いた会いになって、お子さんにとっては摸の裁

のですけれど、家庭裁判所の裁判官の方や弁判官″という呼び方があるそうですが、その

護士さん、法律関係の専門家が全国から集ま くらい自分を常に法的に守ってくれる人とい

られての一日の学会だったのです。 う信頼関係をきちっと築いて、それが5年も

今回のテーマが、 「児童虐待の法的対応に 10年も続いて行くのだそうです。そのお話

ついて」ということでしたもので、昨日から しに私はとても感銘を受けました。そういう

頭の中は虐待のことばかり考えて、今日参り 制度というのは、まだまだ日本には根付いて

ました。京都での学会に参加して、つくづく いないなという印象を受けました。

感じましたのは、話題に出て来るのが全て、 しかも日本でまだまだだと思いますのは、

児童相談所の処遇になって上がったケースば実際に虐待を受けて施設に入られた方に、そ

かりで、さらに、家庭裁判所と児童祇讓所のの施設で、どうそのお子さんの心や体のケア

連携についてや、そこから先の法的対応、ま や、受けた傷の回復ケア、さらに成長をどう

た更に魎識施設で虐待をする親との面会助けていくかということが、とても資源とし

のお話しとか、そういうところでの保護的おて大切だと思うのですが、まだまだ人的にも

話しがとても多く出てきたんです。それ以前大変だと思うのです。きちんとしたプログラ

の段階で児童相談所に継続的に繋がっていて、ムもないと思います。まして、赫殻ではなく

しかも、何らかの処遇が決まって、施設保護て在宅で、家庭にいながら日常的に言葉で傷
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つけられたり、暴力的な行為を受けていなが

’ら育っている子どもたちへ、どうケアしたり

アプローチしていくかという辺りが、本当に

まだまだ日本は出来ていないと思います。イ

ギリスやフランスですと、その辺がきちっと

制閲上されていて、そういう社会資源がきち

っとあって、プログラムもあってということ

を伺いました。

驚いたことに、かなり件数力嘩がっていて

も、最終目標として、基本は「在宅で親子を

引き離さずに」ということ、その件数の方が

圧倒的に多いんです。子どもが被害者なわけ

ですが、今日は親に限定してのお話なんです

が、 （親以外からの虐待ということもあるの

ですが）、家庭の中で親が．加害者である”

とは言え、加害者である親自身が、実は傷つ

いていたり、過去に被害者であったというこ

とが、とても多いわけです。その辺りの、そ

れぞれに対してのケアプログラムがちゃんと

あるし、更にその家族の再統合まで含めた考

え方というのが根付いているということを伺

いました。法的な整備だけではなくて、日本

は－－その法的な整備がなされて、今、誰も

が児意暦淡所とか福祉事務所に、 E虐待を見

つけたら通告をする義務があるよ」というこ

とが、やっと少しずつ周知されてきたと思う

んです－－それ以上に、更にこういう面がこ

れから期待されるところではないかと思って

います。

きたつもりです。

私が医療畑とか児童相談所とかで仕事をし

ていた後、初めて3年半前に教育畑の方に入

ったときに再認識いたしましたのは、保健所

の保健婦さんというのは本当に優秀で、素晴

らしい仕事をされていらっしゃるんですね。

赤ちゃんから老人まで把握されていて、その

中で、横浜市は特に乳幼児の検診率が高いの

で、母子手帳を貰いに来る段階でも、やはり

虐待のハイリスクというのがかなり、差別的

な意味ではなくて、発見するすることが出来

るかなというのを、保健婦さんのお仕事振り

を見ながら再認識致しました。心配な母子を

早くから支える連携を取ることが、今、子ど

も・家庭支援センターと保健所で始まってい

ます。

というのは、望まぬ出産であるとか、若年

の出産であるとか､逆に高齢の初産であると

か、いろいろな意味でハイリスクがあると思

うんですね。あと、お子さんが－－私はちょ

っと子ども医療センターの客員研究員みたい

なことで、2年くらい厚生省の虐待予防のお

手伝いしていたことがあるのですが－－周産

期センターで極小の未驫児で生まれるお子さ

んがいらっしゃるのですが、そういう方たち

の中で予期せぬ形での出産とか、お子さんが

予想していた状態と違って、大変な状況でお

生まれになったりした場合とかにアンケート

を取りますと、お母さんの中には、かなり抑

鯵になったり、中にはお子さんと出産後の面

会をすることさえ拒否されて続けていた例も

ありました。こういう場合ですと、その後の

子育てにかなり影響が出るのではないかと思

うんですね。そういう子どもの側、母親の側、

いろんな意味での家族の状況のハイリスク、

虐待が起きるかもしれないハイリスクという

のをキャッチする、保健所や病院の産科、周

産期センターとか、そういう所はとても大切

私自身は、プロフィールの中に、あまり詳

しく自分の経歴を書くのが気恥ずかしい気も

しますので、最川根に書いておいたのですが、

初め、発達心理学を専門にしておりました。

母子関係を中心とした家族の精神病理と言う

ことに視点を置いて、特に、今の時代だから

こそ起きて来るという母子関係の精神病理み

たいなものを一番の視点に置いて、勉強して
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な発見予防の場所かなと思っています。

また、教育の現場で再認識いたしましたの

は、学校の先生方が、子どもの虐待、特に、

ネグレクト（きちっとした養育を受けていな

いお子さん）の発見とか、そのお子さんをど

う見守って、どう支援して行くかというとこ

ろで、とても大切な部分を学校が担っている

と思ったことです。その辺りは、もっと教育

以外の医療機関の先生方や、福祉の児童禰諜

所はもちろんですが、保健所の方にも認識し

て頂いて、守秘義務を大切にしながらも、学

校と連携を取って頂けたらと言うことを痛感

しています｡学校の先生方も、公務員として

の守秘義務は持っていらっしゃるわけですか

ら、家族について、そのお子さんについての

知り得る情報を共有することはかなり可能で

はないか、しかもそのお子さんが、例えば、

養護教諭の先生であれば、保健室で、様子、

顔色だけでなく、健康診断の時に体に傷があ

るとか、気になるような体の状憩を、家庭以

外で発見するとても大事な場所であると思う

のです。

また、担任の先生ですと、小学佼では特に、

ちゃんと3食食べさせて貰えていないような

子どもも分かります。給食だけが一番の栄養

源であったりすることも時にあります。また、

とても暗い表情であるとか、 （お母さんが学

校にめったに足を運ばない方であるとか、家

庭訪問しても何度も拒否され続けている家庭

とか、いろいろ家庭の中の状況がどうなって

いるのか見えにくい中で）、そういうリスク

がつかみ易い立場にあると思います。

教職員の先生方の研修会で時々お話しする

機会がありますが、お子さんへの対応以上に、

親とどう信頼関係を持ったらいいかと言うこ

とがすごく難しいことがあるそうです。そう

いう家庭ほど拒否を受けやすいということで

す。なんとか上手に、家庭、保護者と信頼関

係を作って、情報を共有できるような、子ど

もについての良い意味でのやり取りが出来る

状態が何より大切で、その辺を難しく感じて

いらっしゃるようです。

私は、保健所と学校の両方に関わっており

ますから、子ども・家庭支援センターを中心

に、保健所や児童相談所や学校と家庭の連携

のお手伝いみたいなことを、日々しているわ

けなんです。そこで、そういう密室の家庭が

外の機関とどうつながって、支援を受けてい

くかが大切です。この間も、明かに身体的な

虐待で、一つアクシデントが起これば命にも

関わるなというようなケースで、児童相談所

の方にご連絡して、処遇会議に挙げて頂いた

ケースもあったのですけれど、そういうよう

な場合、保健所・児童相談所や医療などを繋

いでいく意味というのが、かなりあるかなと

思うのです。

更に、瞳相談所に繋いだとしても、施殻

ではなく在宅で、経過を見て行きましょうと

いう場合や、さらに児童旙淡所には繋がない

で、何とかこの母子を中心に家族、親子を支

援して行く場合にはどうしたらいいか、何処

にどう繋いで、どう頼んだらいいかなという

ことが、とても難しいです。育児支援のなか

で、私どもの所には、極蟻には母性拒否に近

い状態で、子どもが全く可愛くないし、この

子は何も良いところがないと訴えていらして、

詳しく伺うと、お母さんが鯵状態であったり

する場合などがよくあります。そういう時は、

カウンセリングでどうこうしましょうという

よりも、先ず医療機関にご紹介しまして、治

療を受け始めて頂いて、お母さんが元気にな

り始めたところで、育児支援を始めるんです。

お母さんのケアもきちっとしてあげて、その

上で、そのお母さんは諺状態なだけではなく

て、もともと子育てのスキルを持たずに成人

された方がほとんどなので、保育士さんと、
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おもちゃなどを持ち込んで、同室でお子さん

には自由遊びのプレイセラピー的なことをし

て関わって、お子さんの発達を同時に見て、

発達が心配のようであれば療育センターに紹
介することもあります。

そうでなければ、お母さんと面接をしなが

ら、お母さんから出てくる嫌な話、困った話

を聞いて、それに共感してあげながら、責め

たりは絶対にしないで、具体的にそういう時
はこんなふうにしたらどうでしょうかみたい

な、自分の苦い子育ての経験をまぜながら、

お話ししていきます。また、ご自分のお子さ

んが、同室で保育士さんと遊んでいる姿を見

ながら、こういうところが出来ている、こん

なところが可愛いねとか、ご自分のお子さん

が、本当はこんなに良い子だったんだという

気持ちが回復出来るような、わが子の良さを

発見出来るような形で面接しています。それ

でかなり防げる、防げるというより、すでに

起きている小さな虐待が大分落ち着いてくる

というケースがあります。

そういうことをちゃんとしたプログラムで

専門的にやって貰えるところが、これからも

っと出来て欲しいと痛感じます。こども・家

庭支援センターは、本来、相談窓口なのです

が、なかなかわが子を可愛がれない母と子を、

月に1回位いらして頂いて、という形で時間

を取っているんです。それで2カ月、3カ月

するうちに、日常的に「あなたなん力要らな

い」とか「生まなけりやよかった」とか言わ

れながら、本当に1日何十回も叩かれたり、

張り倒されたりしていた子が、お子さんの方

もチックが出ていたりするのが、大分良くな

って親も子も穏やかになって、明るくなって

いったりするのです。

チックや吃音がなくなったり、お母さんが

叩かなく可愛がれるようになると、こちらも

頑張ろうという感じに、保育士さんとなるん

です。

これからどんどんこういう虐待予防、子育

て支援が必要になってくるのではないかと思

うのです。或る区では、そういうお母さんた

ち同士が、少し交流を持てるようなグループ

のビアカウンセリングみたいな会も持ってい

まして、それに私は今も関わっているんです。
お母さんのたちの中には、－一生懸命育てよう

とするあまりに､わが子を毎日叩いたり､怒
鳴っている方というのが、今大分増えている
と思うんです。

また、ご自身が本当に可愛がられた経験、

愛された経験がなくて、気の毒だなあと思う

場合もあります。ご自分の子育てをする時に、
ご自分がどう育てられたか、つらい子どもの

頃の、つらい子育ての体験が全部、もう一回

蘇って来てしまう訳ですね。そうすると、そ

の頃のトラウマが全部再現されてしまう感じ

なのです。子どもを可愛がることに関しての

葛藤がすごく出て来てしまうんですね。そし

て、実際に可愛がれなくなる。また自分の母

親一子どもから言えばおばあちゃんですね－

から自分がひどく傷つけられたとか、過剰に

支配されてきたとか、暴力を受けたとか、そ

ういうことを又わが子に繰り返してしまうん

ではないかとか、自責感にさいなまれる、そ

ういう状況の方が案外いらっしゃるんです。

外からはほんとに見えにくい家庭の中で、そ
んなことが起きています。これはかなり経済
状況も大変で、一人親、母子家庭になってい

るお宅でも見受けられます。

そしてまた、外から見れば何の遜色も無い
高学歴のご夫婦で、経済的にはどちらかとい

うとミドルクラスかなというお宅の中にも、

そういうお母さんが結構含まれていらっしゃ
るんです。

どちらの方にも、お母さん自身の、ご自分

の傷をもう一回癒すプロセスと、自分の自己
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生方と関わって、不登校だけでなく、いろん

な問題の子どもたちと関わる場合が多いんで

すが、過食、拒食の女の子だとか、家庭内暴

力の男の子とか、精神科的な問題の子どもも

もちろんあります。その中で非行のお子さん

たちは、反社会的な行動や、いろいろなこと

を始めているので、一見加害者なんですね。

でも一人一人の家庭の状況や生い立ちなど、

本人と向き合って話を聞くと、かつては被害

者であった－－広い意味で被虐待児だったと

いう図式があると思います。そこを考えてい

かないと、本当に虐待の予防の大切さが見え

てこないと思うのです。早期に、どうその親

子を、家族を支援して行くかというプログラ

ムを考えて行かなければならないなと思うん

ですね。でないとまた、その子たちが親にな

り、またその子に虐待がどんどん連鎖してい

ってしまう、そういうところを何処かできち

っと救ったり、断ち切るような形にして行か

なければいけないなと思っています。

その意味で私は、個人的には、各区にもう

少し臨床心理士を増やして欲しいと考えてい

ます。この間9月に、心理臨床学会力京都で

ありまして、私たちの活動の実態を発表させ

て頂いたのですが、座長の先生方が、臨床心

理士の感覚からすると、5人分か、少なくと

も3人分位の仕事を一人でさせられているん

ではないかという話が出ました。
ノ

子ども・家庭支援センターの仕事としては、

お子さんたちを綾断的に見守れる－－未就学

から就学後、思春期まで－－見られる立場に

あるのは本当に有り難いと思います。

そこでお手伝いしていくために、何とか頑

張りたいなと思乞ています。

今日のようなところで、また先生方とお話

をさせて頂けたらと思っています。

ご静聴ありがとうございました。

価値みたいなものを回復して頂くようなプロ

セスが必要だと思うんです。同時に子ども自

身も、心の傷をどう回復していくかというこ

とで、同時進行でやっていかなければならな

いんですね。母にも子にもケアをする場と人

材がもっともつとなければ、これは横浜だけ

の問題ではないと思うんですが、必要なんで

はないかなということが、今日、一番お話し

したかったことの一つです。

その中で、お母さん方に話しているのは、

先ず何しろ、どう良く育てようとか、いろい

ろ細かく悩むよりは、子どもが安心できる状

況が何より大切だということです。幼児期で

すと安心感が大切です。

それから、食事と睡眠がめちゃくちゃにな

っている家庭が、これは虐待とまで言えない

家庭でも一般的にとても多いと思うんです。

睡眠のリズムがめちゃくちゃで－－わが家で

も危ないと思うんですが－－食事もほんとに、

栄養もとれて無くて、しかも、食事の場面が

家族みんな別々、一緒に団築のようなものが

無いということがよくあります。体の栄養と

同時に、心の栄養を貰うのが食事の場面だと

思うのですが、それがない家庭の子、特に、

虐待を受けている家庭の子は、その両方が危

ういのです。

安心して暮らせる家の生活が確保されてい

ないということが、ほんとに多いということ

なんですね。その中で絶えず自己価値を否定

されるような生活をしているので、学校の先

生方に良くお願いして、学校で、特にネグレ

クトかなとか、虐待かなというお子さんに対

しては、学校でその子の自己価値観を高めた

り、回復するということを先生方に心掛けて

頂くようにしていきます。家庭ではそれがさ

れにくいものですから。

虐待を受けている子たちは、その時点では

樵琴者なんですが、私は中学の生徒指導の先
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児童養護施設世話 における被虐待児の生活と心身の成長

社会福祉法人日本水上学園

園長稲本誠一

ご紹介頂きました、日本水上学園の稲本で

ございます。

ある人は、 ミナカミ学園というのは水上の

温泉にあるんですか、と言う方がおられます

けれども、そうではなくてここから歩きます

と30分、港の見える丘公園や外人融凹から

5分程の山手の丘にございます。

今日は、ご依頼がありましたので、抄録と

資料をご参照頂きながら、お話を進めていき

たいと思います。

「児童虐待の防止等に関する法律」が今月

の20日に施行されることになりました。私

どもの所は、虐待を受けた子ども達を預かっ

て生活のお世話をするのが、児童福祉法によ

る児童養冒麹蔵没ということになっていますの

で、この法律が出来ますと、今でも一杯なの

ですけれど、いよいよ子どもの数が増えてく

るだろうと推測しております。

被虐待児を家族から分離した場合の受け入

れ施設は、児童福祉法に基づく瞳福祉怖設

とされています。赤ちゃんの場合は乳児院と

いうことになります。しかし、現在の児童福

祉施設は、硫殻面でも人的な配置の面でも全

く不十分でございまして、多様な問題を抱え

ている被虐待児に対して、十分な援助や治療

を提供できずに、職員は無手勝流で悪戦苦闘

しているという状況でございます。

そういうことで、今後の課題としては、児

童養認蕨設の機能の充実が本当にされないと、

十分なことはできないと思っております。そ
． 、

んなことを頭に置きながら、今日は実情につ

いてお話を進めて行きたいと思っています。

資料1に、児簸護施設と灘児童と書い

てありますが、第1が、…施設と養護

児童の現況でございます。神奈川県の中には

児童養冒麹薩没は25茄殻ございまして、横浜

市には6施設ございます｡県全体で約1500人
の子どもがその中で生活しているわけです。

私どもの施設では、今日現在、幼児が5人、

小学生が29、中学生が25、高校生が21、

合計80人の子ども達を育てております。

児童人口の減少に伴い、一時は入所児童も

減少しましたが、数年前から増加傾向に転じ、

最近では首都圏のどこの養護疏殻も定員一杯

になっております。

措置理由、入所理由ですけれども、保護者′

の病気、行方不明、養育不適などが主ですけ

れども、受刑中､･虐待、遺棄、親子関係不調

などによるものがありまして、最近では児童

虐待による事例が急増しております。

養護児童を生み出す家族に共通して見られ

る問題は、社会的、経済的な鵬、家族崩壊、

離婚、その他、養育機能、養育力の脆弱化な

どが主なものです。これらの背景には家族病

理、個人病理的色彩も強く認められまして、

例えば、私のところに今、80人子どもがい

ますけれど、そのうちの8家族には精神障害

が認められます。その他にアルコール中毒や

薬物問題などを抱えている家族もございまし

て、約20％位は広い意味の精神障害になる

のではないかと私は見ております。

それから多問題家族、あるいは問題重複家

族、いわゆるmlti-pmblemf"ilyが殆ど

でございます。ですから、虐待されて入って

来る子ども以外の子どもも、いろいろな問題

を抱えています。またその家族もいろいろな
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・ 児童童塞霊藍方壷塞と塞雲｣尼菫萱

く資料1＞
2000． 11. 12 (日）

社会福祉法人日本水上学園

園長 稲本誠一

1 ．児童養護施設と養護児童の概況

1） 児童養護施設とは、児童福祉法（昭和22年12月12日制定、平成10年4月

1日改定）第41条に「児童養護施設は、乳児を除いて、保護者のない児童、虐待

されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護すること

を目的とする施設とする。」と規定されている児童福祉施設です。

2） 児童養護施設は神奈川県内に25施設、そのうち横浜市内には6施設あります。

入所している児童は、県全体で約1，500人、横浜市内の児童は、約550人で

す。

当学園では平成13年4月13日現在、幼児5名、小学生29名、中学生

25名、高校生21名、合計80名の子どもたちを預かり養育しています。

神奈川県内には、児童養護施設以外の児童福祉施設として、乳児施設（150人）

、児童自立支援施設（旧教護院70人） 、盲児施設（40人） 、情緒障害児短期

治療施設（44人）があり、合わせると約2， 200人の児童が施設で生活してい

ます。

3） 児童人口の減少にともない一時は入所児童も減少しましたが、数年前から増加傾

向に転じ、最近では首都圏のどこの児童養護施設も定員一杯になっています。
4） 措置理由（入所理由）は、保護者の病気、行方不明、養育不適などが主ですが、

受刑中、虐待、遺棄、親子関係不調などによるものがあります。最近は児童虐待に

よる事例が急増しています。

5） 養護児童を生み出す家族に共通して見られる問題は、社会的経済的破綻、家族崩

壊、養育機能及び養育力の脆弱化などが主なものです。これらの背景には家族病理、

個人病理的色彩も強く認められます。また、多問題家族又は問題重複家族(multi

-problemfamily)と呼ばれる家族がほとんどです。

6） 最近の傾向として、家庭での児童虐待(ChildAbuse)の増加に伴い、被虐待児

(BatteredChild)の入園が増加しています。

横浜市児童相談所の調査結果では、平成7年1月1日現在、児童福祉施設（乳児

院、養護施設、教護院、虚弱児施設、情緒障害児短期治療施設）に措置している児

童､ 651人の内、 194人(30%)は何らかの虐待を受けていた児童です。児

童養護施設に入所している490人中、 151人（31％）が虐待を受けていまし

た。

7） 4年前の平成9年2月1日に、 日本水上学園に入園していた児童80人について、

入園前の家庭での生活状況を調査したところ、 55人（68． 8％）の児童が虐待

状況に置かれていました（別紙参照） 。現在入園中の児童では80％に達している

と推計しています。

平成12年11月20日に「児童虐待の防止等に関する法律」が施行されました
ので、今後は被虐待児が更に増加するものと考えられます。

8） 児童養護施設は、本来、保護者の都合等により子どもを一時的に預かる施設です

が、一度入園するとほとんどの子どもが家庭に引き取られることなく、施設で成長

し、中学または高校を卒業後、施設から社会へ巣立って行く現状です。

9） 一般家庭の子どもは、モラトリアム(moratolium)の期間が長くなり、高校卒業

後も大学、短大、専門学校などに進学する者が大半です。しかし、児童養護施設の
子どもたちは基本的には義務教育終了までの教育です。現在では高校まで行けるよ

うになりましたが、高校卒業後は自活の道しかない現状です。せめて成人に達する

20歳までお世話ができたらと願っています。

I
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問題を持っていますから、これは児童相談所

が苦労しているところだと思いますが、こち

らからの家族に対してのアプローチが､大変
困難になっております。いわゆる､ハードトウ

リーチ(hardmmch)とか、ノンポランタ

リー(nonvollmtany)とか、アンウィリング

（mFilliIE)とか､これは社会福祉の誹り領

域で、40年程前にアメリカでそんな言葉が

流行ったのですけれども、実際に、そのよう

な状況が現在も続いていると思います。

最近の傾向として、家庭での児童虐待の増

加に伴い、被虐待児の入園が増加しています。

横浜市の統計でも、これは少し古いものです

が、平成7年の段階で児童養護茄殻にいる子

どもの31％は虐待を受けていたという統計

がございます。それを受けて私も、3年前の

平成9年2月に調査をしました。当時、児童

80人について入園前の家庭での生活状況を

児童相談所の「児童票」－－児童涜嘉防態没に

くる時の書類一一によって調査しましたとこ

ろが（資料3－表2参照）、80分の55

（68.8％）の児童が虐待状況に置かれていた

と言うことでございました。正確な調査では

ありませんが、現在では80％に達している

と思っております。

小学生の男子が21人いまして、そのうち

のチャイルドアビュース(dnildam'se)が

17ですので81.0%、女子が10/11で90.9%、

合計しますと、小牲は84.4％の子どもたち

が、虐待状況に置かれていました。

中学生ですと、66.7％になりまして、高校

生ですと40％、平均しますと68.8％という

ことになるわけです。

虐待の内容は（資料3－表1参照）、これ

は児童相談所の児童票からのものですから、

虐待という観点から、きちんと情報収集して

いないということだとか、また家族が“私は

虐待をしました”とか、子どもが“虐待を受

けていました＝とかは言わないわけで、そう

いうことから十分な資料は得られないと思い

ますが、身体的な虐待尺度で多いのは、膜と

して親が身体的な暴力や体罰を用いていたの

が23.8％、親に精神的問題や性格上の問題が

あり、子どもに身体的な暴力をふるっていた

というのが7％くらいです。‘心理的な虐待尺

度は非常に掴みにくくて出てきません。一番

多いのがネグレクトです。この中でも圧倒的

に多いのが、食事が規則正しく提供されなか

ったり、入浴や着替えなど衛生管理が十分に

なされていなかったというのが60％を越え

ております。また、親の就労などのために、

夜間に子どもだけで過ごすことがあったとい

うのが38人おりまして、約5割いるのです

けれど、私がよく調べましたら、子どもを育

てるための収入を得るために、夜に働きに出

ている方は誰もおりませんでした。

ということは、すべてパチンコに行ったり

カラオケに行ったり、飲みに行うたりという

ことで、子どもを家においていったというこ

とだと思います。

登校させなかったりという問題もあります

けれども、これは15％ですけれど、これの

倍以上はあるかと思います。

性的な虐待では、児童相談所の記録からは

出てまいりませんでした。ただし、子どもが

私どもの施設に入りましてから、職員との信

頼関係が出来まして、子どもの話の中から浮

かび上がってきたものが2例ございます。

一つだけお話ししますと、この子は小鞭

5年生の時に入ってきたお子さんでしたけれ

ども、実母が夫と離婚しまして、内縁の夫と

生活しておりました。この母親はいろんな問

題がありまして、その子が小学校4年生の時

に子どもを置いて失除してしまったんです。

そして内縁の夫が世話をしていましたが、こ

の子がいろいろな問題を起こしまして、夜中

に出歩くとか、盗み、万引き、いろいろあり
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より子どもを一時的に預かる施設ですが、一

度入園すると殆どの子どもが家庭に引き取ら

れることなく、施設で成長し中学または高校

卒業後、施設から社会へ巣立って行く現状で

ございます。80人おりますけれど、直接家

庭に戻るのが、年間に2～3例あればいいほ

うです。Oの時もあります。ですから子ども

達が少なくなる、要するに園から離れていく

ということは、高校卒業あるいは中学卒業し

て就職によって施設から離れて行くというこ

とでございます。

一般家庭の子どもは、モラトリアム期間が

長くなって、高校卒業後も大学、短大、専門

学校などに進学する者が大半です。昨年の神

=jil県の教育統計によりますと、公立の中学

を卒業しての進路先は97.4％が進学でござい

ます。また、公立の高校を卒業して現役で、

まして、警察に何度も保護される、これでは

面倒見切れないということで、私どもに回っ

てきたお子さんでした。入園後も、夏休みな

どは長期の外泊をするということで、この男

性は良く面倒を見ていたわけです。 1年後、

夏休みが終わり学校が始まりまして、この子

が［夏休みどうだった」という担当職員の問

いに「とてもよかった、いろんな所に連れて

行って貰ったし、いろんなものを買って貰っ

たし､とても楽しかった。だけど、ちょっと

痛いことをされるのが嫌だった｡｣と言うこと

をちらっと口にした、と言うことを私に報告

がありましたので、職制的でなく、ゆっく

りと聞いてご覧なさい」と言ったところ、果

たして実母が失除した小学校4年生の時から

完全に挿入されていた訳です。子どもはそれ

がどういうことか分かりません。そんな状況

がありましたから児童相談所とも相談して、

即刻、その男性と会いまして事情を聴きまし

たところ､否定も肯定もしませんでした。た

だ「子どもがそう言ったんですか」という言

葉が、今でも深く印象に残っております。

そんなこともありますので、ここには2例

ありますが、その他にも数例あるのではない

かと私は推測しております。

そのような状況でございまして、児童虐待

の事例がこれからもっと多くなって来るので

はないかと思っています。

先程も申しましたように、今年11月20

日に「児童虐待の防止等に関する法律Jが施

行されますので、児童謹調憲設は虐待児の溜

まり場という事になってくるのではないかと

私は恐れもしていますし、またその子たちに

対してきちっとした養護あるいは治療をます

ますして行かなければならないとも考えてお

ります。

I

タ

大学や専門学校に進学するものが約3分の1，

そして約3分の1が未定、高校卒業で就職す

る子ども達は30％に達していません。

そんなことで前項と併せますと､養調薩設
が子ども達が社会に巣立って行く最終の場所

ですから、何とか20歳位まではお世話が出

来たらと私は思っています。何故そういうこ

とを強く感じるかと言いますと、高校卒業で

は今はなかなか就職が難しいです。私どもの

場合はそんなことで、男子の場合は大体工業

高校です。女子の場合は商業高校とか、何か

技術を身につけるような所に入って貰ってい

るわけですけれど、それでもなかなか厳しい

状況でございます。

中には、看護婦さんになりたいという子ど

もがいまして、県立二股川高校は、高校です

が準看の資格が取れるのです。そこに行きま

して、その後、あと2年間で正看の試験が受

けられるというコースもありますので、そこ

に行って貰って、卒業して今は立派な看護婦

さんになっているお子さんもいます。
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厚生省は、高校までは在籍であれば面倒を

見る、高校に在籍していなければ放り出すと

いう、そういう現在の児童福祉法ですから、

まして高校卒業したら一切何の世話も出来な

い、しないということです。

にしていた子どもとあまり変わらないような

子ども達が児童養護施設に入園しているとい

うことに、最初ほんとにびつくりしました。

程度は多少変わりますけれども、内容的には

殆ど変わりません。

今日は時間がありませんから、被虐待児の

ことと併せて、お話しします。

身体的な問題では、被虐待という状況もあ

りますので､成長障害ですね－－低身長､低
体重､児童養護茄殻の子どもは要するに痩せ

ていて小さいという状況がございます。

疾病も抱えておりまして、例えば、来年の

1月には、心臓の手術を受けることになって

いるお子さんがいるのですけれど、この子も

放置されておりました、そういう状況もござ
います。

情緒的な問題では、ご承知のようにいろい

ろなものがありますし、知的な発達の遅れに

加えて、判断力の問題などがありまして、日

常、職員は困り果ててといいますか大変な状

況もございます。

知的な発達のことでいえば、児童相談所は

雄殿に送る前に、鈴木ビネーまたは田中ビネ

ー、或いはWISCなどの検査をしてきます

けれども、いま私どもに80人いるうちの、

IQが100を越える子どもは少ししかいま

せん｡ゞ知的ボーダーラインのケースが約20

近くおります。そして完全な精神遅滞の子が

8人おりまして、養護学級に通っているとい

う状況です。

対人関係の問題は、先程からもございます

ように非常にいろいろな問題がありまして、

欠如であったり拙劣であったり、愛情欲求が

強いのですけれど、その出し方が非常に下手

であったりするものですから、その辺の養護

が大変になってまいります。

日常生活上の問題でも、当然習得している

はずの技術が習得されていなかったり、身だ

しなみが大事にされていない、自分を大事に

上ころが､一昨年2月に-つの見解箒厚生省が出しました。

それは高校卒業後も、児童養認蒜没で或る

一定期間お世話してもよろしいという通達で

す。ただし、金銭的な保障は全くなしという

ことです。ですから、先程の看護婦さんにな

った子も、高校を出ましてから2年間、全く

身寄りもありませんし、経済的にも何もあり

ませんので､私どもの施設の､昔､保母さん

が使っていた6畳一間の和室を住居に提供し

まして、茄殻の中で食べるのは他の子どもと

同じ朝ごはん晩ごはんは、居ればそこで食べ

てよろしいと言うことにしまして、アルバイ

トと奨学金で、2年間の専門学校を出まして、

卒業して行ったという状況でございます。

そういうことで、被虐待児に対しても、そ

ういう卒業後の子どもに対しても、今の児童

福祉法は大変不備でございまして、本当に冷

たい法律でございます。

さて、次に資料の2ページにまいります。

そのような状況で、私たちはお子さんを預

かっている訳ですけれど､さまざまな問題を
抱えている子どもが、殆どというより全員と

いっていいと思います。

私は実は、10年前に今の児童養言團懸没の

日本水上学園からの要望がありまして園長に

なったのですが、抄録の履歴にもございます

ように、私は大学で社会福祉学を専攻しまし

たから、一貫して子どもと大人の精神医療の

領域で働いておりました。鱸川県のこども

医療センターに児童精神科の病棟が作られま

して、その時の立ち上げに係わりまして14

年おりました。そういう精補医療の中で対象
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＜資料2＞

2養護児童の現況

1）養護児童の特徴

養護施設に来るまでの生育環境に問題が多いため、さまざまな問題を抱えてい子
供がほとんどです。

身体的問題(physical capacity) :成長障害（低身長、低体重）、疾病。
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４ 1） 養護児童のとらえかた

子ども自身が問題のために施設入所に

て施設に入らざるを得なくなってしまつ

養護施設の役割、機能

子どもたちを預かり、安定した日常生

るよう援助する。子どもの権利の擁護と

社会生活に必要な知識、技術、学力を

いろいろな社会的体験をとおして自己

自立した人間として社会に出て行ける

人間関係（信頼関係）の大切さを学び

することができるよう援助する。

被虐待児等に対しての治療的養育(th

家族との関係の再構築

親、兄弟姉妹、親類などとの関係の再

つ心
日
日
争
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則
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本水上学園の現折4 日

l)児童構成と職員体制

2）施設、設備の現況

3）運営の現況

4）関係機関（学校、児童相談所、各種治療機関）との連携
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することが出来ていないという状況で困って

います。

私は冗談に子どもたちに言うんですが、日

本水上学園は山手の140番、高級住宅の中
にあるので、あなたたちは水上学園に来たら

山手のお嬢様、お坊ちやまなんだから、身だ

しなみに気をつけましょうなどと言っていま

す。私どもの所では、私が行きましてから、

子どもに職員が見繕って衣類を与える、買っ

てきて与えるにしても、寄贈された物を与え

るということを止めることにしまして、必ず

子どもの意見を聴き、選択してもらい着ても

らうようにしております。そのために洋服代

を予算化しまして、買う時は必ず連れて行っ

て子どもと一緒に選んでもらう。例えば今、

少し涼しくなりましたので、セーターを一枚

買いたいというとき、元測.は歩いて7～8分

で行けるのですが､そこは高いので､本牧辺
りに行きますといろいろな店がありますから、

そこに一緒に行きまして、色、デザイン、素

材なども子どもの希望を聴いて買うことにい

たしました。そうすると、自分で選んで買っ

た物ですから大切にするようになりますし、

自分の好みもありますので、大分おしゃれに

なってきたと思います。後でもお話しします

が、一人一人に子どもを個別化して、いかに

その子どもと1対1でのアプローチをしてい

くかということもやっております。

それから、自己評価、 self-i哩騨の問題

もございます。いわゆるlwself-estsmに

よる問題がありますので、本当に一つ一つの

事柄が前に進んで行かない、例えば、進学の

問題しかり、そういうことも職員がいろいろ

助けて、何とか出来るのだからとサポートし

ながら、また自覚や自信を植え付けながら引

き上げて行くということが重要かと思って、

それなりの努力をしています。

最近、ディエスエムフォー(DSM－Ⅳ）

では、ADHD－－注意欠陥多動障害と表現

されていますが－－注意力の障害だとか、多

動性だとか衝動性、この診断に該当はしませ

んけれど、その項目を繰ってみますと非常に

多くの項目で、うちの子ども達がチェックさ

れる問題がございます。

一般的な養護瞳と被虐待児との差異は、

あまり認められない状態にどんどん近づいて

います、ということは、積極的に虐待を受け

ていなくても、被虐待的な状況の家庭環境に

育っているということが言えるからかと思い

ます。

そういう子ども達を私どもはお預かりして

いる訳ですけれども、児童の捕らえ方と養護

旛設の役割、機能というのは、簡単に書いて

ありますが、これは一般の方にも説明すると

きに使っているものですから、内容的にはあ

まり充実したものではないと思っています。

目安としまして、本人の問題によって施設に

来たものではなくて、一に、家族のいろいろ

な状況によって作り出されてしまった子ども

達というふうなことを、私たち養護に当たる

者がきちんと認識しませんと、非常に多彩な、

これでもかこれでもかということをしますし、

またこちらを煽ってくるとか、そういう子ど

もたちも多ございますので、そこのところを

肝に銘じていないと、こちらがhlrnOutし

てしまう、やり切れなくなってしまうという

ことがあるかと思います。

私は生まれ育ちが東京の江戸川区ですから、

“江戸っ子壷ではなく ．はじっこ”の意気で

言いますと、どれだけこちらが子ども達の味

方になってあげられるか、どれだけ子どもの

味方になれるかということが、本当に毎日毎

日問われている状況だと思っています。

そういうことで養謝添設の役割と掻能でご

ざいますが、第1は安定した生活、日常生活

を保障する。これは子どもの権利条約でいう
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うケースは、非常に予後がいいんです。それ‐

以前の問題がず－つと引き継がれて、それが

中学生、高校生になりますので、どうしよう

もなく難しさがあるということです。

信頼関係の再構築をするということでは、

先程申しましたが、施設生活ではどうしても

集団になりがちですから、 1対1の関係をき

ちんと結ぶ、そのためにはこちらが1対1で

例えば洋服を買いに行く、映画を見に行く、

食事をしたりお茶を飲みに行く、遊びに行く

ということをするために、個岨当制という

のを私のところでは敷いていまして、 1対1

で接する機会を意図的に設けております。そ

ういうことを通して、信頼関係の樹立に努力

しておりまして一定の効果が認められます。

生存権の保障でございますけれども、先程も

お話ししましたように、雄殿に入る前の日常

生活が目茶苦茶です､食生活、睡眠時間、そ

ういうことが目茶苦茶ですから、それをきち

んとこちらがクリアしていくということです。

それから、社会生活に必要な知識、技術、

学力を修得してもらう。最近は、児童養護の

中では自立(ind…mm't)ということが強く、

児童福祉法の中でも言われるようになりまし

たが、自立に向けての援助をする。先程も申

しましたように、養調潅没を出ますと家庭に

帰るのではなく、自分で鵜貫で社会に巣立

って行くのですから、大変なことではあるん

ですけれども、その辺をきちんと見定めて援

助するということが要求されています。

次に、いろいろな走陰体験を通して自信を

つけ、自分の将来殼計を立て、自立した人間

として社会に出て行けるように援助する。言

葉でいうと非常に簡単でございますけれど、

これはなかなか難しいことでして、先ほどの

selfesteemの問題もございまして、ほんと

に困難な事でございます。しかし、高校を卒

業すると勉強はともかく、高校の3年間で大

分、精神的にも大人になりますので、何とか

そんなことを援助出来たらと思っているとこ

ろです。

それから人間関係、信頼関係ですが、基本

的な信頼関係ができていない子が殆どです。

虐待されたりネグレクトされているというの

は、実際に入ってくる子ども達は4学佼低学

年であったり高学年であったりするのですが、

その子どもの生育歴を調べてみますと、本当

に赤ちゃんの時からきちんと養育されていな

かったり、放りっぱなしであったりとかです

ので、基本的な信頼関係が築かれている子ど

もが、大変少ない訳です。三つ子の魂百まで

といいますが、その通りでして、きちんとし

た家庭できちんと母親に育てられて、幼稚園

の頃に、母親が亡くなって私どもに来たとい

次に、被虐待児等に対して治療的な養育b

今の児華施設は戦後に作られました。戦

災孤児のために、その子ども達の生活を保障

しなければということで作られました。或い

は、それまできちんと育てられていた子ども

達の、離婚その他母親の病気やいろいろなこ

とで入ってくる子ども達のための施設として

位置付けられていた訳です。ところが今や、

入ってくる子ども達が変質してしまいました。

しかし、施設とか職員とかは当時と変わらな

いわけです。そういうことで、先程、無手勝

流でと言いましたのはそういう意味でござい

ますけれど、やはり治療的なアプローチがき

ちんとされないことには、本当に何ともし難

いということになっている思います。

もう一つ、家族との関係ですが、私は敢え

て再構築と書いている訳ですけれども、いま

養護茄殻の中でこれを図るということは大変

難しい状況です。子どもはうちで預かってい

ますけれども、病院ですと児童精神科の病棟

などで仕事をしておりました時は、家族も子

どもを治して貰いたいということで入院させ

る訳です。もちろん家族がいろいろ問題を抱
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えていますが、そして病院側としては、悪い

言葉ですが子どもを導入費として取ってい

ますので、家族に集まって貰うということも

出来る。ところが、この養護児童の家族に対
しては、そういうことがなかなかできない。

家族に援助の手を伸ばしても届かない(l週xd

tomdn)とか意識に欠ける(mwilling)

という問題もありまして､家族関係の再構築
は今後の大きな課題だと思います。

そのためには、前の演者も言われていまし

たが、入り口のところからきちんとしたアブ

ローチがされないと難しいと思っております。

抄録に戻りまして最後の4ですけれども、

被虐待児に対する児童福祉施設の今後の課題
は、一つは、今の機能を充実して、人的な問

題も考えていく。私、施設に入りましてびっ

くりしましたのは、職種が単一なんです。昔

で言うと保母さんと児童指導員ですね。いず

れも福祉系なんです。ですから考え方も、思

考形態も、知識も同じような類なんですね。

ですからその中にいろいろな職種が入って、

＜資料3＞表1

1=8(l ）宇竜

H入園後判明したもの。
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虐待尺度および内 容 度数 割合(％）

I 「身体的虐待」尺度

1しつけとして、親が身体的な暴力や体罰を用いていた。

2親に精神的問題や性格上の問題があり、子どもに身体的暴力を振るっていた。

3書類上は｢事故｣とされているが、受傷経過のはっきりしない火傷や骨折など
があった。

4親がアルコールや薬物の影響下で、 子どもに身体的暴力を振るっていた。

９
６
１
２

１
８
５
３
５

●
●
●

●

３
７
１
２

２

Ⅱ 「心理的虐待」尺度

1親力守どもに否定的な言葉や態度を示していた。

2親の子どもに対する指示に一貫性がなく、そのために子どもが混乱していた。

3親が兄弟姉妹を比較し、 「良い子」と睡い子」を固定的に捉らえた言動を

示していた。

4親が「あなたを生むはずじゃなかった」、 「あなたはたまたま生まれた」な

どといった言葉を、繰り返し子どもに聞かせていた。
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Ⅲ 「ネグレクト」尺度

1予防接種、病気の発見、歯科治療などが十分に行われていなかった。

2食事が規則正しく提供されなかったり、入浴や着替えなど、衛生管理が十分

にされていなかった。

3親の就労などのため、夜間に子どもだけで過ごすことがあった。
● ●

4子どもが学校に登校しなくても、特に親は問題視していなかった。
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Ⅳ 「性的虐待」尺度

1親以外の大人（18歳以上のもの）との性交があった。

2親（または親に代わる養育者）との性交があった。

3親以上の大人（18歳以上のもの）との性交があった。
少

4親（または親に代わる養育者）との性交以外の性的接触があった。
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医師や臨床心理や、その他いろんな職種の経

験や知識、技術などの導入が全くないわけで

す。今後は、内部に置くかﾀ郷に置くかは別

にしまして、臨床心理だとか児童精神卿の医

師だとか、いろいろな職種の方を巻き込んで

いきませんと、茄殻の機能は果たせないと思

っております。

それから、もう－ﾐ方では茄殼そのもの、生

活空間の問題です。私のところは35年も経

った建物ですから、8畳ほどの居室に2段ベ

ッドが二つございます。ということは4人入

っているわけです。これではきちんとした生

活保障が出来ません。私は、児童の福棚設

の中で子ども達が虐待伏況に置かれ、また子

どもをお世話する職員も労働条件も、給与の

面でも虐待されていると思っております。虐

待が虐待を生んで相乗作用が出てくるのでは

ないかと恐れております。

長くなりましたけれど、取り敢えずこれま

でに致します。ありがとうございました。

＜資料3＞表2
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(第1分科会） 被虐待・被いじめ ［総合討論]2日目

出席者山田和惠

森山直人

稲本誠一

コーディネータ

(横浜市港南区教育相談室カウンセラー）

(千葉県市川市児童相談所心理判定員）

(日本水上学園園長〉

山川保 （日本育療学会理事）

松井一郎 （日本育療学会副会長）

＜山川＞

私は児童養護施没の、茅ヶ崎にあります白

十字会林間学校で仕事をしております。以前

は虚弱児施設だったのですが、児童福祉法の

改正によって、児童養護施設になりました。

この学会の理事の石橋先生とも虚弱児施設の

お仕事を一緒にやっていたのですが、今、児

童養護茄殻は、先程もお話がありましたよう

に、虐待の子ども達が数多く入ってきていま

す。

一昨日10日とl旧の神奈川新聞に、児童の

虐待のケースが大変増えてきて、全国の児童

相談所の相談件数が、約一万件を越えてきた

と報じていました。

横浜市の児童福祉藩議会が、横浜市に対し

まして「虐待児に対する児童相談所の一時保

護所は今満杯で、虐待児を受ける施設が一杯

である」ということで、出来たら横浜市に児

童相談所を一つ増やして、そこに一時保護所

も増やそうではないかと言っております。

もちろんその他に､子どもの人権ホットラ

インを作るとか、児童相談所の機能を強化す

るとか、あるいは第三者機関の創設をすると

か、と言うように今横浜市では、虐待の児童

が増えたことによって、そういう行政の動き

もあります。

そういうことも踏まえて、よろしくお願い

致します。

それでは、ご講演の時間が大変短いことも

ありましたので、3人の先生方に補足なり、

もう少し詳しくお話しをして頂くことがあり

ましたら、順番にお願いしたいと思います。

＜山田＞

森山先生のお話しを伺いまして、私が前座

のようにお話しをさせて頂いた中で、随分、

重複するところがあり、具体的にお話しして

頂けたと感じました。

通告義務のお話しで、私も少し触れました

が、大事なことは、虐待ではないかと思った

ら誰が通告してもいい、虐待かどうかを決め

てくださるのは児童相談所だということで、

虐待ではなかったという結證が出た場合でも、
その を間われたりという

ことはない訳なんですね。そこまで含めて、

一般の方達にも周知して頂きたいというのが、

最近私が特に思っていることです。

というのは、実際に、この子はかなり大変

な状況にあると思われる小学生の子がおりま

した。児童相談所にも連絡しましたが、要は、

気が付いたところが病院であっても、私ども

のような子ども家庭支援センターとか、学校

のスクールカウンセラーでもいいのですが、

気が付いたものが音頭取りになってと言いま

すか、関係者会議一カンファレンス－を、集

まりやすいところに設定してする、それが大

事かと思います。

正直、横浜では「お願いします」と言って

－35－



児童相談所の方がなかなか動いてくだらない

ことが多々ありました。児童相談所は忙しく

て大変なわけで、この程度の虐待までは手が

廻らないということが出てきてしまうわけで

す。それに対して、怒りを覚えている方も実

際あるようですが、怒ってしまっても、それ

で子どもが救われる訳ではありませんので、

何とかお願いして、こちらから連絡を取って、

ご都合を伺って動いて頂きながら、就学の子

どもであれば学校の先生にも都合を伺って、

日時を決めて学校に場所を設定して、児童相

談所の方にも学校に来て頂くようにしまして、

校長先生、担任の先生や養護教諭の先生方と

カンファレンスを開いたりしました。

いろいろ話が煮詰まってきて、これはやは

りネグレクトでもあるし、身体的虐待も受け

ているし（6年生だったものですから）この

ままの状態を見過ごして、小学校と中学校と

の連携も取らずに中学に進んでは心配だとい

う話になったところで、いざ通告という話に

なると、では「学校からの通告ということで

ケースとして挙げていいですか」と、児童相

談所の方がおっしゃったら、校長先生も担任

の先生も下を向いてしまうもそんな事があっ

たのです。

確かに難しいのです。学校が「保護者が虐

待をしている」ということを児童相談所に通

告すると、保護者との関係が、ただでさえ旨

く行っていない状況が殆どですから、信頼関

係がまずくなってしまうのではないかとか、

非常にデリケートな事実関係が暖昧であった

りすると、人権の問題になったりします。そ

うすると通告の義務は分かっているけれど、

通告をためらうということが、いまの例のよ

うに何度かありました。

私は通告するということについては、誰か

が悪者になるとか、誰かを犯人にするとかい

う話ではないと思っています。子どものため

にということであれI孟家庭を含めてもっと

一致した方向性というのが必ずある筈だと思

っています。私が通告者になった例も幾つか

あり'ますし、そういうことについて共通認識

と、情報の共通をしてやっていくということ

が、子どもの対応が後手後手にならないこと

だろうと思っています。子どもというのは虐

待を受けながらも発達段階にあるわけです。

その都度､獲得していかなければならない身

体的にはもちろん精神的な課題一発達課題一
い
6．1

．1

があると思うんです。それをクリア出来てい

ない子ども達が多いわけです、アビューズと

かネグレクトの子、それを如何に少しずつで

も支えて行くか、また見通しをもってやって

いくか。思春期の不安定な危機的な状況の前

に、つまり乳幼児期から、この世の中が安心

して暮らせるところだ、自分の周りの世界は

安心して、しかも信じるに足るところなんだ

という実感（一番に母親を通じて出来るもの

だと思いますが）、そして自分は価値があっ

て、世の中に対してウェルカムである存在な

んだと実感して育ってきてさえ呉れていれば、

後は何とか育って行ってくれるものだと私は

思っています。そこが揺らいでいる子ども達

が、広い意味で虐待を受けてきた子どもなの

だと思っています。

そこを如何に支えるかという点では、制度

的なところでためらったり、戸惑ったりとい

うことがなくなって、共通に手を携えて子ど

もの成涙発達を見ていけたらと思います。

私はいま、稲本先生の水上学園のお話でと

ても勉験させて頂いて、子どもたちのIQな

どを伺って驚いたりも致しました。全体的に

発達ということを考えていかなければいけな

いということ、そして避方が個別に、一緒

に洋服を選びに買いに行って頂いたりとか、

とても素晴らしい事だと思いました。在宅の、

虐待の子でそういうことをして貰えていない
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子ども、食事もそうですね、ちゃんと朝起き

て朝日を浴びて朝ごはんを食べさせて貰えて
いない子が多い。ですから、児童涜嶽勤艤没で

生活していらっしゃる方には得られないもの

を、家庭で得ている部分はかなりあるだろう

とは思うのですが、児童議認懸没のお子さん

達の最低限保障されている部分とか､大事に

されている部分が全く欠落している子どもが、

在宅では随分いるだろうという実感を持ちま
した。 。

るということを経験しています。

虐待問題はそんなに旨くいかないことがあ

ります。旨くいかないと人間は、どこか責め

たくなります、自分以外を｡それは非常に良

くないと思っています。児輔談所は、ここ

数年で動き方が旨くなってきたとは思ってい

ます。ただ、マンパワーの問題とか、法律の

問題で未だ未だ上手ではない。でも日本で、

虐待問題の対応で上手に動ける機関があるの

かと言うと､無いと言っていいと思います。

児童相談所もそうですし、保健機構もそうで

すし、病院も司法機関もそうですし、どう速

やかに虐待の子を援助したらいいのかという

ことでは、日本は未熟だと思います｡整備出

来ていない、これから作っていくと言う状態
だと思います。

しかも、治療出来る斬り家とかシステマテ

ィックに治療出来る機関があるかというと殆

どない。まだ、発見してどう対応するかとい

うところで四苦八苦しているんです。例えば、

何とか親子分離して施殻に預けたけれど、そ

の子をどう治療するのかとか、分催した親の

方にどうアプローチして指導して行くのかと

か。或いは、欧米では、施設分離という処遇

がうまく行かないということが分かってきて、

家族の再構築の対策を考えると、分離しない

で治療して行く方がいいということになって

いるのに、日本はまだ澱分離をこれから考

えるところで、何でもまだ遅いという状況な

ので、いろいろな機関が、試行錯誤しながら

やっていくということだと思います。

そういった意味では、警察も早く動いてく

れるようになりました。あと10年すれば少
しは良くなっているかななどと考えています。

こんなことを専門家が言っているようでは申

し訳ないと思いますが。

お互いの機関を思いやる、思いやりながら

やっていかないと連携はうまくいかないと思

っています。

＜山川＞

ありがとうございました。情報の共通認識

を持つ、或いはお互いの機関がその子どもに

対してどのような対応が出来るのかというこ

とは、今後の大きな問題だろうと思います。

さて、この頃の虐待で挙がってくるケース

で児童相談所が一番ご苦労が多いだろうと思

っているのですが、その辺如何でしょうか。

森山先生よろしくお願いします。

＜森山＞

児童相談所に戻ってから、どうも児童相談

所を庇いにくくて困っています。病院にいた

ときは、児童相談所も頑張っているなどとい

言いながら、結構、児童相談所に動いて貰っ

たのですが。

4月から少々混乱状態で、どっちの人間な

んだろうと迷わざるを得ない、そのようなせ

めぎ合いが関係機関同士で在るということが、

また良いことではないですね。

私は、児童相談所を使う立場だったわけで

す。病院から児童相談所に通告して、何日も

経っているのにまだ来ないなどと言っていた

訳です。たまたま柑談所を知っていたので、

担当者は誰だなどと言うことが出来たことが

非常に良かったかなと思っています。そうや

って病院にいても、何ケースか一緒にやって

旨くいくと、連携も旨くいくようになってく
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病院にいたときに思ったことは、例えば、

お医者さんと組んでいますと、病院は入院も

退院も主治医の決定ですぐにできますが、児

童相談所や福祉というところは、施設入所に

持って行くまでにいろいろ合議制で決定した

りとかするということ、医療は生き死にに関

わっていて、きちっと決めていくところです

が、医療機関のスピード感と福祉が鱸を決

めていくスピード感とは、ものすごく差があ

るということに気が付きました。そうすると

医師と福祉の間で調整していかなければなら

ないと言うことが出てきます。

茄殻入所ということになれば当然、病院に

は保護的入院を依頼しなければならないよう

なことが出てきます。例えば、保護態勢が整

うまで－－病気が治ったから退院できるとい

って退院したのでは、その子の安全と安心を

入院中は確保している訳ですから－－その間

に周りが保護態勢を整えて、整った段階で退

院というのが理想です。そうすると病院は治

療することが無いのだが、無理をして保護し

ているなど、お互いが子どものために調整す

るなどということが必要になってきていまし

た。もっとも、入院費用は児童相談所の一時

保護ということにして頂いて（一時保護とい

うことだと、県から入院費用が出る）、そう

いったいろいろな法的な手段を使いながら、

病院と児童相談所が連携して、施殻入所まで

持って行くなど、そんな工夫が必要でした。

初のころは、明日退院だと言うときに、虐

待らしいということが分かったりして児童相

談所に通告があって、全然対応が出来なかっ

たこともありました。今、だんだん慣れてく

ると、お医者さんの方も疑った段階で（2～

3週間で退院だと言うときに）児童相談所に

通告しておくと、調整期間がある訳です。

虐待に関わるときに、理解のある病院を一

つ知っておくといいと思うのは、 「治療すべ

きものがあれば診る」とお医者さんは言って

くれますから、例えば先程出ましたq鵬長F

などは「お子さんは成長曲線から見て外れて

いると思われるので､一度お医者さんに診て

もらっては？」などと言って、検査入院でも

させるということが出来ます。その間に、関

係者で会議を持つと言う方法もあります。

ただ、経済的なことを考えると、どこの病

院もがそういう理解をもって虐待のケースに

対応してくれるわけではないということはあ

ります。

私が付け加えておきたいことは、虐待とい

う言葉を簡単に使いますが、虐待という言葉

は重いですね。 ○虐待”と使っただけで、お

医者さんも、そんな状態ではないのではない

かと考えられたりします。ですから、その言

葉の是非とか、どのような時に使うのかを私

は考える場面があります。

例えば、明かに受傷している場合には親に

峨々は虐待を疑っている」ということをは

っきり伝えることにしています。当然言われ

れば、逆上したり怒ったりする親もいますが、

その強い意味が伝わらないと、後々、児童相

談所が関わる、つまり撚設入所”があると

いうことなかなか分からない。

主治医の受傷の所見と親の説明が合ってい

ないから虐待を疑い、疑ったら法律的に児童

相談所に言わなければならないということ、

児相は決して罰を与える所ではなく、行く行

くは、いろいろ困難なことを援助してくれる

機関であることをはっきり言うことが必要だ

と考えています。

虐待の子どもを親が病院に連れてくるとい

うことは、親も治したいと思っているのです。

「虐待」ということによって逆上する親もい

るんですが、救われたいと思っている親もい

るんです。虐待、でも救えるということをき

ちんと伝えた人とは、信頼関係ができるとい

うケースが全部ではないですがありました。

伝えたときには、カッーとして帰ってしまつ

I
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たのですが、次の日には家族皆で来て「先生、

施設に入れてください」という例があって、

そのお母さんなどは面会に来るたびにお話を

されていきました。そんなこともありました

ので、きちんと直面する、虐待という言葉を

使って直耐上するということも大事な時があ

ると思って頂きたいと思います。

一方、 草虐待pという言葉を使わずに、親

と接する場合も必要な時があると思います。

虐待していることに親が気づいていて、でも

虐待とは言わず「叩いてしまう」 「可愛くな

い」という表現を使う、そういう人の場合、

わざわざ「それは虐待です」などと言わずに、

ただ事実だけを受け止めていくと、次第に信

頼関係が出来ていく場合があります。

もう一つ、稲本先生に触発されたのですが、

心理治療なんていうと、密室に偉い先生が居

て、週1回相談すると治るというような感じ

があると思うんですが、茄殻の虐待一一これ

までの心理専門家がやっているような、所謂

カウンセリングというものでは、追いつかな

い何かがあるかなと思っています。それは、

さっき言った信頼関係が出来ていないという

ことです。施設は24時間体制で、むしろ生

活治療のような事があるのかと思います。施

設で取り組んでいる子がｰ人いて、信頼関係

がないから職員と二人きりになれないとか、

一緒になれないとかいうときに、お風呂に入

った時だと、ぽ－つと何分間かスタッフと過

ごせるなんていうと、その時間を大切にする

など、ささやかな付き合いの中での二者関係

（大人と自分という信頼関係）を作ることを

していったりする、つまり、心理療法という

枠にとらわれない生活治療みたいなことが、

日本でも検討されて行って欲しいと思います。

ただ、日本の今の雛殻の状況では、最低基準

は職員と子どもは1対6くらいです。1対6

ということは、泊とか休みとかありますから

実際は1対20くらいになってしまうのたと

思うんです。ですから、そういうことは無理

かなと思うんですが。

イギリスの例では1対1です。そうすると

実質的に1対3くらいになります。それは何

がモデルかというと、家庭のお父さんお母さ

んと子どもの数を考えるとそうなるんですね。

日本の福祉行政は、あまり家族ということを

単位として考えていなかったのかなと思った

りしています。

＜山川＞

ありがとうございました。

児童相談所では在宅の方で、そういう家庭

調整をしり、虐待の子どもたちの面接をした

りしていますが、親子分離をせざるを得ない

ケースが出てきた場合には、疏殻入所という

ことになるのですが、入所しますと親子関係

の回復がなかなか難しいのですね。家庭での

虐待の親が、子どもが施設入所するとほっと

するような感じがあるのですが、特にいろい

ろな問題行動を起こした子ども達が施没に入

りますと、また同じようにその問題行動が出

てくる、例えば体罰は禁止になっていますけ

れども子どもの方から手を出してくるとか、

いろいろな問題のある日常生活の中で対応し

ながら、できるならば子ども達が負った傷を

治して行かなければならないのでしょうが、

虐待の子どもへの対策としては児童福祉法し

かないんですね。児童祷祉法の中では、その

虐待子ども達を入所させるのは養調海没とい

うことになっています。

いろいろご苦労をしておられる榊先生、

お願いします。

＜稲本＞

先程の話に補足を2つだけしたいと思いま

す。

一つは、最後の方で、はしょってしまった

わけですが、今後の施設の課題ということで
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すが、今の瞳福祉施設の機能は、子どもに度についてきちんと評価してその子に適した

食べさせて寝かせる、学校に行かせるという 教育の援助内容を設定できるような専門家も

ことを何とか保障できるということでして、 欲しいと思います。もちろん、日常的な健康
それ以外のことは出来る状況ではないのだと 管理については、ぜひ看護婦さんも欲しいと

いうことを言いたかったわけです。 私は思っています。しかし、そういう手当が

そこで、こういう状況の中に虐待された子全くないまま置かれているのが実情でして、

どもが入ってきた時に、いろいろ問題が出て これは何とか改定して行かなければと思いま
くるわけですけれども、一つは、虐待されたす。

子ども達をきちんと総合的に、つまり、ただ そのためには、ソーシャルーアクションを

生活のお世話をするというだけでなく、治療起こしていくしかないと思っています。児童

的なアプローチもできるような、そんな龍殻相談所もしかり、さきほど言いました町の中

を日本は作り上げていかなければいけないと のいろいろな相談機関もしかりです。現在は

思っているんです。 本当にお寒い状況ですから、それを改善する

皆さんも児童菱劉懸設を知らなかった方は、 ような手立てを、ここにお集まりの皆さんを

中身が全く分からなかったと思うんですが、 含めて、ご理解頂いて方向性を出していくと
一つは、子ども達の受け皿である児童満護施いうことが必要だと思います。

設を、きちんとした機能を充実させる必要が それから先程言いましたセラピスティック

あると思っています。その中の職員はと言いペアレンティングの問題だとか、中ではこう

ますと、例えば臨床心理職が要ると言いますいう虐待された子ども達が入っていますから

が、厚生省はとんでもないことを出しまして、多くの行動化が見られます。具体的に言いま

私のところの施殻の規模ですと年間180万すと､昨年クリスマスを迎えて、学校の先生

円出すから、1週間に4回来てもらいなさいやいろいろなお客様を招いてお祝いの会をす

と言うんです。しかしですね、年間180万るので、窓ガラスを修理したんです。

円で週3～4回来てくれる方いますか？そ 何と245,000円かかりました。

んなことを平気で言って、厚生省は臨床心理 ガラスが割れているんです、蹴っ飛ばした

職を児童擬施設に置いたなどと言っている り肘うちをしたり。もちろん、年度途中でも

わけです。私は非常に腹立たしいのですが、 修理しているんですが、そんな状況がありま

そんなことを言っていても仕方がありませんす。特に最近では、中学生、高校生などは荒

から、心理職の配置だとか、或いは（身体的れていまして、何か言うと女性職員に食って

な発達が遅れている子も多いですから）小児かかったり、時には手を出す、弱そうな男性

科のお医者さんとか児童精神科のお医者さんの先生には殴り掛かってくるということもあ

にも､きちんとした形でお手伝い願いたいと り、骨折したこともあります。こちらは全く

思っております。 手が出せませんからね（笑い声）。

それから、家庭との状況は、いまは子ども そこで、私どもは、アメリカで行われてい

の世話で手一杯ですから、それにふさわしい るという浸れている子ども達のホールディ

ファミリーソーシャルヮーカーも位置付けな ング画の技術などを取り入れたいと考え、来

ければいけない。教育の専門家もある程度、 年2月には職員2名をアメリカのセントジョ

中にいる子ども達の－－アンダーアチーバーセフ・ホームと言うところに行かせて、実際

の子どもが沢山いるわけですし－－学習の進に“ホールディング画を鯉職してもらうとい

－40－
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うことにしました。そういうことで、施設の位置関係をきちんと位置付けていく、上手に
内容を高めていかないことには、また施設内付き合うとか、ことによったら両方がプラス
で虐待が行われるということになり兼ねないの面でお互いに絆を作っていくということが
状況なのです。 考えられていかないと、ただ、とんでもない
もう一点、家族との関係ですが、うちの職親だといって分離してしまう危険性が、多い

員は虐待されている子ども達を見ますと、どに含まれているということもあるかと思いま
うしても子どもの味方になります。子どものす。この点については今、研究を進めている
立場に立っていますと、 「けしからん親だ」 ところで、十分な結論が出て結果を報告する
と言うことになってしまいます。実際にとん段階までには至っておりません。いずれにし
でもない親がいる訳ですが、ただ子どもにと ましても、この機会に皆さん児童養護施設な
ってその親がどういう存在なのか、私たちがるものを理解して頂いて、見学して頂くのも
判断する親と子どもにとっての親の存在は、 結構ですから、ぜひご協力頂きたいと思いま
或る面では非常に違うわけです。虐待されてす。

ケガもし、窓が残っており、骨折して腕が曲

がってしまっているような子どもであっても、 ＜山川＞

その子にとっては掛け替えのない親なのです ありがとうございました。

ね。ですから、その辺のところをきちんと受 ここで何かご質問があれば頂きたいと思い
け止めていかないといけない。それが又、親ますが－－－－－では、時間も少なくなって
に対するアプローチの糸口にもなってくると きましたので、最後に松井先生にまとめを頂
いうことを捕らえていくことが大切だと思い きたいと思います。
ます。

もう一方、子どもは成長します。私のとこ く松井＞

ろでは高校生が21人いるわけですが、その 昨日も少しお話しさせて頂きましたが、今
子どもたちが家族をどう見ているかというこ 日は3人の先生のお話し、大変勉強になりま
とですけれど、いろいろ考察して見ますと、 した。スクールカウンセラーの立場から機関
「自分の親には違いない」、高校生くらいに連携の必要性、児童相談所の現伏の病院連携
なりますと或る面では完全に自分と親とを分を含めた働きかけに、いろいろな問題を含め
離した形で認識してくるんですね。その証拠つつ現場でなさっていること、それから子ど
に、この子たちは施設にいるから高校に行け もが収容される施設の非常に大きな問題点、
ているんです。ということは、変な言い方で要するに病気をもった子どもなのに治療がで
すが、親の下にいたら経済的な問題とか、親きていないという基本的な弱さがある、いる
の意識の問題とかありまして（私が調べまし いろ教えて頂きました。

たら）誰ひとりとして高校に行けておりませ 私はこの虐待問題に十数年関わっています

ん。子ども達も高校生になるとその辺は分かので、一つ二つ思ったことをお話して置きた
ってきますので、心理的にも親から自立する いと思います。

意識が出てくるようです。 今まで､個別のお話しが充実しておりまし

ですから、親との関係の再構築と書きまし たので、総論的にお話ししたいと思います。
たが、要するに再構築とはきちんと元の家庭第1点は、虐待の定義です。虐待防止法が出
に戻らなくても、その子の中で自分の親との来て、11月に施行される法律には定義らし
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権利条約」－198脾に国連で採択され、条約

として批准されました－です。つまり、虐待

は悪いことであるという大前提があるわけで

すね。だからまず第一に、これは犯罪である。

公法(mlbliclaw)の対応で考えるべきであ

る（イギリスなどはそうだと思います）、し

かしその立証ができない時は、福祉法(civil

law)で対応していく。多くの国では大体そ

れを採っています。ですが、日本は児童福祉

法で、虐待は通報しなければいけないない、

ケアしなければいけない、親子分離というこ

とが書いてありますが、本来の「悪い」とい

うことがあの法律の中からは拾えないのです

ね。

だから、虐待は悪いということを公に示す

ような法の構造でないと、虐待してもいいん

だ、児童掘淡所へ行って対応してもらえばい

いんだという社会認識が背景に出来上がって

いる訳ですから、根本的に考えなければいけ

ないいろいろな問題を含んでいると考えてお
ります。だから、虐待を悪いことだと－－も

ちろん一人ずつの方に対応するときには共感

をもって、育児の苦労話を同情を持って支援

する、それは基本なのですが－－子どもを傷

つけたら、本当は刑法に引っ掛かって「傷害

罪」なのだということをなかなか言えない状

況があるんですね。これはやはり、親の方向

性を「あなたは悪いことをしているのだから、

改めて良いように子どもを育てよう」という

話しやすいストーリーを作る必要があるので

はないかと感じました。

第3点は、統計の問題です。日本で虐待が

急増しているのは間違えありません。では、

どれくらいの子どもが虐待されているのかと

言うことになりますと、2年前(H12年で

すか）の統計で2万人はいかないんでねす。

児童相談所で親子分離をするかしないかとい

うシビアなケースで。

ということは、日本は1億2千万の人口で

いもの力藩いてありますが、はっきりした定

義は世界中調べてもバラバラなんです。私は

医学系ですから、医学の教科書を見ても、普

通は定義(definitiml)の中に書いてないん

です。分類から始まるんですね。普通物事を

科学的に理解するためには、定義が一番大切

なんですね。森山先生は権力構造を基盤にし

た親子の関係という（これは文学的な表現で

して）、それでは権力とはというと定義出来

ないですね。ですから色々

な立場で養育者が子どもに不利益を与えると

いう広い概念で捕らえておくのが一般的な状

況ではないかと思います。

虐待の言葉を使いたくないということが、

やはり森山先生から出ました。私はもともと

は長年遺伝学をやっていまして、同じように

箔債という言葉は暗いイメージで受け取

られるものですから使いたくないんですが、

明治の初めに日本の西洋サイエンスが始まっ

た時に持ち込まれた言葉は、容易に消すこと

は出来ないんですね。だから“虐待Pの言葉

は、患者さんにどう話すか、対応なさる親子

にどう話すかはさて置いて、使わざるを得な

いと思います。

虐待の当虐庫の字は漢字ですから勿論中国

から入って来て、虎という字が「トラとツメ

とヒト」というのの造語で、虎が爪で人をい

たぶって殺すという意味で、非常に残酷な本

来の意味があるんですが、これはそれぞれ場

に合わせて使い分けて行けばいいのではない

かと思います。森山先生が言われたことに私

は同感の点があるのですが、虐待する親が子

どもが憎くて色々傷つける訳ですが、不思議

に病院に連れてくるんですね。ですから、そ

の意味では救いはまだある訳ですから、いろ

いろ対応は考えていく余地はあると思ってい

ます。

第2点は、昨日も申し上げたのですが、欧

米ですといろいろな対応の基本は「子どもの

i

I

！
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す。子どもが大体2千万人くらいいる筈です。

そうしますと（子どもの定義は2嘘とか1朧

とか、小児科では15歳未満とか、いろいろな

分け方がありますが、2千万人と概算します

と）2万人は0．1%、つまり1000人に1人で

す。 ［難しい病気は1000人に1人と言われて

います。例えばダウン症は1000人に－－人と言

われています。これを多いと取るか少ないと

取るかは、議論の分かれるところですが］、

アメリカは人口が日本の倍です。子どもが、

ざっと5000万人います。そこで通報が300

万あります。その半分が｢虐待｣として150

万ですから、子どもの2～3％が虐待されて

いると言うことになります。ですから、社会

的にも問題ですから、いろいろな機関が働き

かけて役割を果たそうとしているわけです。

欧州も同じようです。

日本も先進国並に進みつつあります。しか

しパーセントで、まだ一桁だから対応を上手

にすれば今なら間に合うというのが現状だと

思います。

特に、山田先生、機関連携が大切だと細か

くお話し頂きましたが、確かに今、虐待問題

でそれを何とかしようとしますと、ぎくしゃ

くしますが、例えば児童相談所が満杯ならば

保健所へというように、何とか他がカバーし

てやれるように、今、日本の場合には役所を

含めて虐待の防止・予防をしようとする気運

もあるわけで、予防がうまくできれば本来は

虐待の世代の伝達の根を断つことが出来るわ

けです。アメリカや欧州は出来ていないので

す。日本が果たすべき役割はその辺だろうと

思います。特に、日本は母子保健は世界に冠

たる、乳児死亡率第1（少ない）ということ

ですから、母子保健の実践が出来るし、保健

婦さんがいろいろな親子をケアする訳ですか

ら、児童相談所が満杯でも保健所の方でお手

伝いして、何とか進行にブレーキをかけるく

らいの力があるだろうと思います。そういう

意味で機関連携が大切なのだ私は聞かせて頂

きました。

一言で言いますと、虐待は民話や昔語りや

児童文学にも非常に沢山登場するように、ど

この国でもどの時代でもあった、人間社会の

生存に付随して起こってきた現象だと思うん

です｡非常に根ガ裸い。それだけに､親子関

係が崩れてしまうと修復するのはなかなか難

しいと思います。だけど、先程、稲本先生が

最後に言われたことは大変重要でして、私に

言わせると「親はなくても子が育つか」とい

う基本問題が、親子分離に関わってくるんで

すね。

余談ですが、機会があって私はイスラエル

に行くことがありました。独立国になるとき

に旧親は防衛のために銃を持って、そして農

場で働き」というので、子どもはどうするか

という問題があったわけです。。集団保育を

やったんですね。親はなくとも子は育つかと

いう実践をやったことがあったのわけです。

今は、ちゃんと親子で生活するようになって

いました。基本的には親は必要ではないかと

考えさせられました。西洋でも、見直しの時

代に入っていますが、これはなかなか結諭の

出ないと思います。

先生方のお話は密度の高いお話だったので、

もっと広く社会に、こういう問題に対する理

解を深めて行かねばならないということを痛

感しております。

＜山川＞どうもありがとうございました。

3人の先生方、今日はどうもご苦労様でし

た。これで、 「被虐待・被いじめ」の会を終

わらせて頂きたいと思います。
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<育療》 － 蕊： 1号一主な内容 ※既刊号をご希望の方は日Z E育療学会事務局'、

創
刊
号

･日本育擢学会発足にあたって．……･…会長加藤安雄

。特別研究「入院中の学校教育の恵義」 “．．…松井一郎§

・日本育療学会設立の趣旨および会則

･文部省通知………《病気鎌養児の教育について》

第
喝
号

@不登校の子どもへの教育とは何か…．．………竹内直樹

酷息児の心理的不適応の理解と改善．．……?…西原昇次

廓登校児A子への指導実践……･…………･…･越前寛
0恵雲錘方脳軽識｡遡幽｢鍔lの取伽釦み……渋呂＝知妻

第
２
号

第
器

第

4号

第
５
号

第
６
号

第
７
号

第
８
号

第
９
号

第
叩
号

一丁可勾1噸【風 U‐＝一一＝言手ゴー』

…………………国立小児病院院長小林登

･特集…圭見一壷雲から…教育･医療。看護。福祉侭臘

，特集 藝青実壜を壷1－〆て

医奉｡季塞｡福お上と垂鐸

･特集医塞一進歩､二伴う

学校での生活の変化と生活上の留意事項

･特集「学校に行けない子供の現状と課題｣･6…･猪股丈二

・シンポジウム

｢筋ジストロフィ－児の生活の充実に向けて」

。§鰯§ 『医療行為と生活行為のはざまで』“････平野俊徳，

･特集日本育惑学会｢第1回研究・研修会」

＠心身に障害があって学校に行けない子供の

具体的な要因と対応・……･…･……････吉住昭

＠学校に行けない子供を持つ親の体験･…．．…須永和宏

･特集21世紀をめざした雷教育の課題と展望

＠病弱教育p変遷と21世紀に向吹，課題････．．…･･･加蕊安雄

＠病弱教育対象児0実態の推移と展望･･･････････…武田鉄郎

＠医鯉から見た病弱教育の課題････;．．…中尾安次。（そ蝿）
＠病弱養護学校の教育の展望……佐藤秀信・山越美佐子

＠病院内学級の教育一一－その意義と課題一一

…………iWI報｡配購｡州力･磯輔｡榊I好･剛菰

。『在宅筋ジストロフィ一児の生活@"と課題』一深川常雄

･特集心身の健康に問題をもつ子供への騨助

@福祉制度と福祉ｻｰｽ･……………．．…･･神塚博勝
＠心身､健康に問題をもう霊へ噸準動．．……汕川保

｡

＠からだの弱い子どもの施設療育・………･･中塚博勝

＠重症心身障害児鰯璽生ける療育 …｡｡………･平山義人

＠福祉的活動の実際．…………佐藤栄一･松嵜くみ子侭

、福祉から見た教育への期待………………石川啓治郎

・特集嬬壺児一壱画

○『総麓』病園児の看護を考える．．………吉武謝上子

･病院･施設･学校等と看護………久世信子｡駒松仁子他

･特集 一一琴準一‐

＠「子供の死一一親の思い｣……………井上・関口・熊倉

＠「親の立場から望むこと｣･…･………･大塚･根本・水谷

＠「家族の絆」……･…･鍾島｡柳楽･榊原･藤波･藤松･佐野

第
腿
号

第
晦
号

第
施
号

第
Ⅳ
号

第
昭
号

第
聰
号

・幟別寄稿》 『免疫と長生き』……………奥村康

《講演概要》小児蒜の自己管理を

困建にする要因……･…･･春木繁一

・特集一医療と教育実践一

＠心身症的傾向の子の養護・訓騨･…．．………菅原玄彦

＠筋ジス児に対する取り組み………………･･･上保隆夫

＠慢性腎疾患児への支援のあり方……………乾拓郎

＠腎炎・ネフローゼ児の教育………………･･･成田悦雄
● 特集一自閉症

＠自閉症の研究の動向･……･･･j･………………山崎晃資

＠自閉症の治療と予後………．．………･………杉山登志郎

＠自閉症児への対応の現状と課題…，｡……･…関戸英紀

。 《特別寄稿》群馬の病弱教育．．…………･…海野俊彦

・特集一教育・医疲・保護者の連携一

(甑)…河原仁志．(篠)…宮原亮一（甑>･･森紀夫

(胡)…大井洋子（欄)…高良吉広（鋼)?･･大塚孝司

(鋼)…高橋紀子（埴)…神田倍子（版)…井上幸子

・特集一第5回学術集会.研究･研修会一

《記念謹演》子どもの心のゆがみと

心理療法……･……?．…大原 健士郎

＠思春期の子どもの心理と不登校・………･･菅佐和子

＠難治性てんかんをもつ子どものケア…･･杉山健郎

・特集一不登校一

＠不登校の具体的な要因と対応………………門真一郎

＠思春期の心の健康と不登校…………………山下俊幸

＠不登校の親と子の援助…．．……･……………佐藤純

＠不登校児へのかかわりを通して……………山田良子

＜研究発表＞一不登校一

病弱児の心理的適応を図る指導……………木滝千代子

・特集一重度心身障害一

＠最近の新生児“………………………亀山願治

＠重度心身障害児の医療…･･･…………………奥野武彦

＠重症心身障害児の通園医疲……………･…さ･土屋浩伸

＠重度心身障害児の垂・劉練………………林節雄

。＜参考資料＞児童虐待の防止等に関する法律

。 《寄稿》アトピー性皮膚炎の子どもの

QOLを高めるために．．…･樋口寿江

第
ｎ
号

第
腿
号

第
喝
号

新『福子の伝承』を求めて …．．…………･波平恵美子

・小児気管毒息の治療の現状と同題点

･特集闘病の跡と指導の実践報告

……西間三馨

･特集小児ガン・アレルギー性疾患

＠小児がんの子どもたちのQOL……………細谷亮太

＠小児眼がんの子どもの相談…………………西田知佳子

＠アトピー性皮間炎の治擦の現状と問題点･･･山本昇壮

＠『個性化」した患者指導の必要性…．．………･栗原和幸

＠小･中学校における噴息児の対応の現状…･･･北栄子

･気管支賎息児の心理的問題とその改善……吾郷晋浩

･謹児の自己管理匪力を高めるために……内田雅代

･特集一医療と教育実践一

鱸息児に対する学校教育の治療上の効果…西牟田敏之

@小児がんの子どもK鮒6教育9治鎌上の効果・・気賀沢寿人

第
別
号

第
副
号

・これからの病弱教育…………………………加藤安雄

・特集一讃査研究と実践報告一

＠高等部進路状況の後方視的追跡圏査………武田鉄郎箇

＠腎疾患児の自立活動………･……･…………･角田哲哉

＠訪問教育の実施状況に関する圏査研究……中島伸一郎

＠マルチメディアをしたした補充指導………赤域養護学校

<逗含譲演》

『子どもの心身の健やかな成長のために』…吉武香代子

特集一被虐待児一

○子どもの虐待とその周辺…………………松井一郎

○被虐待児の露と率．．……………･……影山秀人

『寄稿』 ・個と思いや動きを核とした教育課程

……･…･………･･･…･…深沢修・欄田京子

『寄稿』 ・学習傷害児への支援の工夫………室岡徳



病弱養護学校における教育相談の現状とその課題

一不登校児を対象とした郡山分校の取り組み－

福島県立須賀川養護学校郡山分校佐藤清悦

I はじめに

これまで心の問題を抱える子どもの増加が多いといわれてきたが、このほど厚生省研究荘

による医療機関と学校を対象とした全国規模での｢小児科領域における心身症､神経症等の
実態把握のアンケート調査結果」がまとめられた。これによると、医療機関における調査で

は､分析対象となる受診者14,796人のうち､心身症等の心の問題があると医師が判断した例

は5.9％、また、保健室を利用した児童生徒、小学生14,812人、中学生12,138人、高校生

10,648人の延べ61,497人中9.9%の子どもが心の問題による不定愁訴を訴えており､全国的

に心の問題を抱える子どもたちが多いことが明らかにされた(奥野,2000)｡

病弱養護学校においても、ここ十数年の間に不登校の子どもの数力穏激に増加しているの

が現状である(武田・篁・原・山本,1997)。本校においても、隣接する国立病院の小児科病棟

廃止に伴い、教育の対象となる入院中の児童生徒が次第に減少する一方、代わりに国立病院

以外の医療機関や教育相談機関等から紹介を受ける心身症等の不登校児が多数在籍するよう

になった。現在、校舎学級に籍を置くほとんどがその不登校児であり、どの児童生徒も本校

の教育相談を経て在籍に至っている。

今日においても「学校に行けないので…」という数々の悩みや問題を抱える児童生徒や保

護者が本校を訪れており、これらが教育相談の中心的な相談内容となっている。また本校の

場合､教育相談の一環として転入に向けた試験登校期間を相談者1人に対し約2ヶ月間設け

ているが、昨年度の場合、実に相談者の半数が試験登校を希望しており、試験登校の延べ日

数は年間を通し200件を上回っている(表1)。

このような状況から、校内においては心の問題を抱える不登校の子どもたちへのより充実

した教育相談を目指し、これまで、教育相談の受け入れ体制の内容や具体的な相談者への対

応について検討を重ねてきた。

本稿では本校が取り組んできた教育相談の現状を整理し、主に「学校に行けない子どもた

ち」にとっての教育相談の在り方について考察することを目的とする。
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Ⅱ教育相談の現状

昨年、郡山分校に訪れた教育相談者数は延べ24人で、内21人(87.5％)が不登校の相談

理由となっている(表l)。さらに図lに示す不登校児を対象とした1年間の教育相談者数を

見ると、毎月、新規者と継続者を含め2人～6人おり、相談日数と試験登校日数(224日)を

含めた教育相談延べ件数は年間で233日に達する｡前述にもあるように､本校においては
不登校児を対象とした相談が教育相談の中心的な相談内容となっている。

表l 平成12年度教育相談来校者一覧＜不登校〉

－46－ダ

恥 性別 学年 現籍校
初来校日

(相談者）
相談理由 紹介者

教育相麟

件数
転入日

1 女 中3 郡山市外 H12.4.13 (本人・母） 不登校 精神科Dr 16
－

H12.6.1.

2 女 中2 郡山市内 H12.4.21 (本人・母） 不登校 精神科Dr 1

3 女 中3 郡山市外 H12.5.17 (本人・母） 不登校 精神科Dr 21
4■■■■■■■■■■

H12.7.1
む け

4： 男 中2 郡山市外 H12.5.24 (本人・父・母） 不登校 ･精神科Dr 28
－

H12.8.28

5 女 中3 郡山市内
H12.5．26

(本人・母・担任・養膜教翰）
不登校 学校 5

一

6
句寺■ず

女 中3 郡山市外 H12.6.9 (本人・父・母） 不登校 保護者 35
－

H12.9.18

7 女 中1 郡山市内 H12.6.14 (本人・母） 不登校 保護者 1

8 女 中2 郡山市内 H12.6.20(本人・母） 不登校 学校 10
－

9 男 小6 郡山市内 H12.9.6 (本人・母・姉） 不登校 保護者 8
1■■■■■

10 男 小4 郡山市内 H12.8.2 (本人・母） 不登校 精神科Dr 1

11 男 中3 郡山市外 H12.8.28(本人・父・母） 不登校 保護者 1

12 男 中3 郡山市内 H12.9.1 (本人・母） 不登校 精神科Dr 1

3 女 中3 郡山市内 H12.9.12 (本人・母） 不登校 精神科Dr 25
－

H12.11.1

14 女 中2 郡山市外 H12.10.13(本人・母） 不登校 精神科Dr
U

27
－

15 女 中1 郡山市内 H12.10.20(本人・母） 不登校 糖神科Dr 1

16 女 中2 郡山市内
H12．11．29

(本人・母・担任）
不登校 学校 4

ー

17 女 小5 郡山市内 H12.11.30(本人・母） 不登校 保護者 19
－

18 女 中2 郡山市内 H13.1.26(本人・母） 不登校 保護者 26
－

19 男 小5 郡山市内 H13.3.8(本人・父・母） 不登校 保護者 1

20 女 中1 郡山市内 H12.3.9 (本人・父・母） 不登校 精神科Dr 1

21 女 中2 郡山市外 H12.3.27 (本人・母） 不登校 学校 1

ヴケ

:．: '……転入者｡ ．． I ． 教育相談延べ件数233日／試験登校延べ日数224日
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図l 平成12年度不登校児における年間教育相談者数および教育相談件数

不登校の児童生徒が相談に訪れる方法は表lに示す通りほとんどが紹介によるものである。
不登校児(21人)の紹介者別の割合を見ると、精神科医師が10人(47.6%)とほぼ半数､次い
で保護者7人(33.3％)、現籍の学校4人(19.1%)の順となっている。精神科医師による紹介
は教育相談の推進に様々な面から支援を受けている。次の保護者数については保護者自身が
本校の存在を知人や地域住民から聞くなど多岐にわたって情報を得ている。現籍の学校につ
いては本校在籍生徒の前籍校からの紹介が多く、その担任や養護教諭から直接連絡を受ける
場合が多い。ちなみに前年度は市教育委員会からの紹介はなしであった。

また、本校では教育相談の一環として転入に向けた試験登校を実施しているが、小学生は

50％、中学生は59％が試験登校を希望している(表2)。しかし、希望した全ての児童生

徒が転入するということではない。転入を目的としながらも試験登校期間中に他の目的を選

択し休止する場合もある。試験登校を体験したのち実際に転入に至る児童生徒は、全教育相
談者数21人中5人(中学生では29%)となっている(表3)。

表2試験登校希望者数 (n=21)

表3試験登校体験後における転入者数 (n=21)
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項目 有 無

小学生

(4人）
2人(50%) 2人(50%)

中学生

(17人）
10人(59％） 7人(41%)

項目 転入 未転入

小学生

(4人）
0人(0%) 4人(100%)

中学生

(17人）
5人(29％） 12人(71％）



相談者による現籍校を地域別にし、試験登校の希望を見てみると郡山市内が14人中7人

(50%)に対し、郡山市外は7人中5人(71%)と対象人数に差はあるものの割合としては市外

が市内を上回っている(表4)｡これは市外出身の相談者の8割が精神科に通院していること、

また、医師が受診経過のなかで教育相談の適切な時期を判断し紹介してくれていること、そ

して何よりも相談者自身が遠方から来校するにあたって、事前に教育相談に対して関心と期

待感を高くもって臨んでいることなどが理由として考えられる。

表4地域別試験登校希望者数 (n=21)

さらに試験登校を経て転入に至った状況を地域別に見ると(表§)､市内出身が7％に対し、

市外出身が57％と試験登校希望者数の割合と同様の傾向を示している。市外からの相談者
による転入者が多数あったことは、不登校児を対象とした教育相談が地域的に広い範囲で理

解されてきている事実として受け止めている。
表5地域別転入者数 (n=21)

次に注目したいのが学年別である｡小学校の児童の場合､高学年に集中する傾向があるが、

試験登校を続けても休止するケースが多く前年度は転入児童が0人であった(表3)。本人や

保護者から話を聞くと「まだ小学生だし…」や「そのうち学校に行けるようになるのでは…」
という声が聞かれ「学校に行けない」という事実を重視する一方で「いずれ行けるようにな

るのでは…｣という回復の見通しに強く期待をもつ保護者の思いが大きな理由となっている。

不登校の相談者数21人（表1）の内、 17人が中学生(1年3人､2年7人、 3年7人）
となっており、学年別では第2 ． 3学年が大半を示す。相談の時期としては、 3学年を中心

に1学期に割合集中する傾向がある(図1)。 3学年の生徒においては不登校であっても進学

に対する関心は低いものではなく、むしろ学校に行けない状況にあったほう力稚学に対して
抱える問題や悩みは多いことが推測できる。

また、このような進学への意識を高くもつ学年が転入を目的として試験登校を希望するケ

ースが多く(表6)､試験登校を実施した生徒10人(2年5人､3年5人)の内(表2)､5人(2
年1人、 3年4人)が割合安定した継続期間を経て転入に至る結果となっている(表3)。
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項目 有 無

郡山市内

(14人）
7人(50%) 7人(50％）

郡山市外

(7人）
5人(71％） 2人(29％）

項目 転入 未転入

郡山市内

(14人）
1人(7％） 13人(93%)

郡山市外

(7人）
4人(57％） 3人(43％）



表6 中学校学年別試験登校希望者数(n=17)

以上の状況を踏まえ、教育相談を一層効果的に推進し確かなものにしていくためには、学

校としての体制の在り方を充実させていくことが求められる。

Ⅲ郡山分校における教育相談システム

学校において校務分掌上どのような位置付けがされているかを見ると、郡山分校の場合、

教育相談機能力激務部に係として位置するタイプの組織形態である。そして相談活動の推進

者となるのが教育相談係である。教育相談というと、担当者のみの活動に任されがちになる

ことが多いが、本校においては全ての教師がその教育活動にかかわる。すなわち、学校生活

全般の中で生かされる機能である｡教育相談の目的や方針､内容については全教師で確かめ、

共通理解の上に立って実践できることを目指している。

l教育相談の運営計画

教育相談の運営計画については以下の目的、方針、方法等で明確にしている。

（1） 目的

相談に訪れた児童生徒と保護者に対して、本校への入学、転入力哩ましいかどうか判

断する情報を提供し、希望がある場合は転入に向けての適切な試験登校を援助する。

（2）方針

①受容的態度で接し、相談者の家庭環境や心身の障害の実態を把握することに努める。

②できるだけ本人や保護者の意向を聞き出し、それを尊重しながら相談を進める。

③本校の教育内容や特徴を理解してもらうようにする。

④必要に応じて各学部や当該学年と連携しながら相談を進める。

（3）方法

①教務主任と各学部の主任の2名が教育相談にあたる。

②初回の相談の時に教育相談カードに記入してもらう。

③相談の状況や内容等を記録しておき、後の指導の参考にする。

④本人の様子を見ながら各学部と連携を図りながら試験登校をすすめる。
⑤本人や保護者の意思確認を受けて、本校への転入について就学指導委員会に諮る。

⑥本校への転入が適切と思われない場合は、他の教育機関等を紹介するようにする。
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項目 有 無

中学第1学年

(3人）
0人(0％） 3人(100%)

中学第2学年

(7人）
5人(71％） 2人(29％）

中学第3学年

(7人）
5人(71%) 2人(29％）



（4）教育相談手順

相談者

↓
教育相談受理

↓
教育相談一÷試験登校－－修学部会凸意思確認一蹴学指導委員会一戸転入手続き

▼

．#.…惨他教育機関・医療機関等への紹介

I

q pp

”1 1
ｹ｡

i'.!

2教育相談の受託

実際に教育相談の受け入れがあった場合、具体的にどのような方法で対応にあたってい

るかについて述べる。

教育相談の対象となる相談者(児童生徒および保護者)につしfては、これまで次に示す関係

諸機関等から紹介を受けている。

①福島県立医科大学の精神科医師から

②市内病院の小児科医師から

③市外病院の臨床心理士から

④相談者在籍の小学校、中学校から

⑤県中教育事務所や市教育委員会から

⑥本校児童生徒の保護者や知人等から

相談者から、教育相談を受けたい旨の連絡が来た場合、どのように対応しているかである

が、学校として教育相談の日時は特に固定はしておらず、できるだけ相談者の希望に応える

ようにしている。教育相談担当係は授業に支障がない限り対応可能な日程を組むことにして

いる。

なお、相談者から連絡を受けた場合、次のことを確認している。

①相談者の氏名、現籍校名、学年、性別について

②どこから紹介を受けたか

③相談の内容について

いつから学校に行っていないかなど

④来校する場合、だれと来るか、何で来るか

⑤相談者の連絡先について

教育相談当日、本人の体調の様子によっては日程を変更できること、無理な場合は保護者

のみでもよいことも伝えるようにしている。
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3教育相談の対応内容

教育相談者と事前に打ち合わせをした日に対応するが、相談者によっては事前に連絡無し
で来校するケースもある。その場合もできるだけ対応にあたるようにし、たとえ教育相談担
当係が不在であっても、他の教師が上記の項目を確認し、後日本校より連絡することを伝え
るようにしている。

教育相談の対応は可能な限り複数で(教育相談係2名)対応にあたっている。相談者からの
情報を正確に把握し、教育相談係の意見を一致させた上でのちに学校全職員に相談状況を詳
細に告げるためである｡相談の初日には必ず保護者に傲育相談カード｣に記入してもらい、
学校の概要及び教育相談のシステムについて詳細に説明をする。不登校であっても視覚障害
や知的障害の相談者もいることから、 とくに教育課程の内容ついては保護者が理解しやすい
ように説明することが大切になる。

また、不登校と一口に言っても個々によって相談内容は異なり本人の実態も複雑化してい
る。相手の状況に応じた相談の方法が必要になってくる。 「相調というと「話し合い」で
あるが、話し合いは話し合いでも何か問題を解決してやるという意味合いに捉えがちになり
やすい。相談という言葉は、Counselingとして用いられるが、そのカウンセリン

グも、語源的には「～と共に考える」であることから、教育相談は胴かしてあげる」ので
はなく 「いっしょに考える」という相談者と教育相談担当係との関係は「共にある」という
共感しあえる関係でありたいと考える。よって担当係は、相談者の存在を認め、受容的態度
で相手の意向を尊重しながら相談者が安心して自分の思いが話せる状況を整えるようにした
い。教育相談を数回に渡って進めながら、お互いに納得し合って共通の目標を見つけ出した
いものである。本校の場合、身近な目標の選択に「試験登校」があげられる。

4試験登校の希望

教育相談の初日に試験登校の希望を伝えられる子や何日か後になって返事がある子、また
全く試験登校を希望しない子などケースは様々である。ケースの中には希望とは別に試験登
校に臨むのが明らかに困難な状況にある子も見られる｡対応した例を次に示す。
例1 試験登校の可能性がある場合

本人の表情が比較的安定しており、質問にも受け答えができる、学習に意欲をもつ
いる。

①学校概要、試験登校の流れを説明。

②担当者1名が本人に対しては学校を案内する。その際担当者は、本人の分校に対
する関心度や様子も観察する。

③もう一人の担当者は、保護者から不登校の状況、家庭の様子、今後どうしたいか
希望などを聞く。

④保護者、本人に試験登校日時を伝え、希望する場合は連絡をくれるよう伝える。
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例2保護者と密着して離れるのを嫌がっている場合

本人はしゃべらず、すべて保護者が質問に答えてしまう。

①学校概要、試験登校の内容を説明。

②本人が学校案内を好まない場合は、 2人同席のまま保護者から相談内容を聞く。

③転入に向けての教育相談を受けたい場合、あるいは転入に向けての試験登校を希

望したい場合は再度来校できることを伝える。

例3 あきらかに試験登校が困難と思われる場合

自分の意志ではなく周囲から来校を進められ、話を聞くのも苦痛になっている状態。

①保護者から相談内容を聞き、必要に応じ学校概要と試験登校の内容を説明ずる°

②転入に向けての教育相談を受けたい場合、あるいは転入に向けての試験登校を希

望したい場合は再度来校できることを伝える。

5試験登校の内容

教育相談を受け、本人の希望があれば後日より試しに登校を行う「試験登校」を実施し

ている。試験登校は転入の前に実施され、そこで実際に何日かの試験登校の体験を通し､

転入への本人の意思確認や学校側では就学への適正判断力垳われる。不登校の児童生徒を

対象にした試験登校のシステムについては地域ごとに各学校によって異なってくる。例え

ば、試験登校の対応期間について見てみると、神奈川県立秦野養護学校や栃木県宇都宮市

立旭中学校情緒障害学級の場合、不登校のすべての教育相談者については中間機関となる

市の教育研究所を通すことになっている。そのため相談者は教育相談システムを事前に理

解すること力呵能となり、試験登校に向けても心の準備ができやすい状況になる。試験登

校期間については、 2校ともに約3週間設けてあり試験登校体験者のほとんどが転入に至

っている。

郡山分校の場合、学校、相談者、紹介者の三者の中間に入って調整してくれる適切な専

門機関がない。表lに示したように医師や相談者の現籍校または保護者などから直接受け

ていることから、相談者の全員が学校に来て初めて本校の教育相談システムや試験登校の

内容を知ることになる。試験登校の希望も相談者によってまちまちであり、試験登校を希

望した全ての者が転入するというものではない(表3)。本人力嘘入することを自分で考え、

納得した上で転入希望の意思を表出するまでの時間を確保してやること、また受け入れる

本校としても登校の状況や集団活動の参加状況等を十分観察し、適応状態をみる理由から

本校では試験登校の期間を約2ヶ月間設けている｡

－52－ダ



6試験登校の方法

試験登校はあくまでも児童生徒本人の意思によるものであり、できれば郡山分校に転入
することを目標にもちながらすすめている。

本人が試験登校を希望し保護者から試験登校を開始したい旨、連絡が入った場合には次
のように進めている。

①最初は､全く学校に行っていなかったことによる精神面､肉体面の疲労等を考慮し、
週2回2時間程度から始める。

②本人の様子を観察しながら、本人の希望を第1にして週ごとに予定を計画する。

③およそ2ケ月で毎日2校時から来られるようになるよう無理のない計画を立てる。

〈個別対応〉

○教育相談担当者(係）

（週2回、 2時間程度）

↓

○担当者以外の教師

（週の回数、時間数を増やしていく）

教育相

およそ

談期間

2ケ月

く学級・学部・全体集団〉

○学級の児童生徒と一緒に時間割通りに進める

○学部集団による授業や小、中合同による授業に参加する

（週の回数、時間数を増やしていく）

④本校に転校するかどうか、試験登校の様子をみながら本人や保護者の意思を探って

いく。また、不安がある場合はその不安がなくなるように対処する。

⑤およそ2ケ月たったら、分校長の前で転入の意思を表明してもらい、転校手続きに

入る。 （ただし､本人の状態によっては試験登校の期間を延長する場合もある。）

⑥試験登校期間中、明らかに継続の意思がないと確認された場合や転入の目的意識が

全くない場合は、 2ケ月を待たずに休止する○

⑦試験登校期間中は、現籍校の担任と定期的に連絡をとり情報交換を行う。また、必

要に応じ精神科等に通院している場合は担当医から情報を収集する｡

③児童生徒が試験登校を通し適切な就学指導がなされるよう、学校内で解決困難な問

題が生じた場合は養護教育センターと連携を図りながら進めていく。

⑨教育相談者に関しては、各学部会で十分相談し協議していく。なお、試験登校の状

況については合同学部会で全職員に報告する｡

●

－53－



Ⅲ実践の成果

このような不登校児を対象とした教育相談の取り組みの成果として、以下のような効果が

あったものと考える。

○教育相談を紹介者から直接受け入れ、相談日については可能な限り相談者の要望に応じ

てきたことから、相談者が来校しやすくなり、紹介者の受け入れ範囲に広がりがみられ

るようになった。

○相談に応じることで多少なりとも児童生徒の緊張を和らげ､抱える悩みからの心理的ス

トレスを軽減させ、転入に至った生徒については気持ちの上でこれまでなかったゆとり

を回復させることができた。一日でも早く救われる相談者力覗実にいる事実を知ること

ができた。

○教育相談の一環として実施された約2ヶ月に渡る試験登校は、相談者がゆとりをもって

自分の生活を見つめ直し、抱えている問題を解決できるかを考え、自分の力で必要な目

標を見出すことができた。相談者の思いを十分理解し慎重に手立てを講じる上でも2ケ

月という期間は適当であったと考える。

○試験登校の対応については、教育相談担当者を中心に複数の教師がかかわることで相談

者の状況を確認し合うことができ、教育相談の対応における支援体制の確立を図ること

ができた。

○中学生の試験登校希望者数と転入に至るケースの割合が高い結果から、学校に行けない

不登校児にとっての進路指導的な役割が教育相談を通じて支援することができたと考

える。
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Ⅳ今後の課題

地域の実態や家庭の要請等により、児童生徒又は保護者に対して適切な教育相談を行うな

ど、養護学校が、地域における特殊教育に関する相談のセンターとしての幅広い役割を果た

す必要があることから(盲学校,聾学校及び養護学校学習指導要領)､センター化の一つの在り

方として、この実践を続けていきたいと考える。

そこで、今後の課題として次のようなことがあげられる。

○教育相談の体制について、学校内の全ての教師が参加し協力し合うこと力泌要であるこ

とから、教師間の共通理解のもと組織的に対応していくこと力埋まれる。

○教育相談者の理解と指導の効果を高めるため、保護者や現在籍校、医療機関等との連携

を密にすることが一層重要である。

○相談者の中には社会的な側面で発達理解が乏しい児童生徒が見られることから、個々の

十分な行動観察と発達レベルに応じたかかわりが大切である．

○教育相談のセンター化としての役割・機能を果たすための具体的な活動内容を明確に示

す必要がある。
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表7平成10,11年度における教育相談状況

Ⅵおわりに

本校力粒置する郡山市内には平成12年度現在、小学校が67校(在学者数約21,879人)、

中学校が27校(在学者数12,086人)ある。これらの小・中学校から、本校では毎年数校(小

学校7校、中学校8校,2000)を対象に他校訪問を実施し、教育相談に関する情報提供を行っ

ている。この取り組みの成果は、平成10, 11年度における教育相談者数及び延べ件数の

状況(表7)によって明らかとされ、教育相談の理解と啓発が良好に浸透されてきていること

がわかる。相談件数の数値からも、本校にとって、改めて不登校児を対象とした教育相談が

必要性のある重要な役割を担っていることが認識できる。

悩みと不安を抱き、行く手を探し求めている不登校児力湧気を振り絞ってようやく歩み出

した第一歩が本校の教育相談でもあることから、教育相談者がC,身ともに安心し、信頼感を

もって臨むことができるような教育相談の在り方を今後も模索していきたい。
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項目 小学生 中学生 教育相談延べ件数

平成10年度

(n=23)
6人 17人 208件

平成11年度

(n=27)
8人 19人 272件



<学校紹介〉
京都市立桃陽養護学校

京都市立桃陽養謹学校

統括部主事山田英行

I．学校概要

1．沿革の概要

眺鬮というのは，大正時代に回遊式の

日本庭園のある眺陽園」という貸別荘が；

この地にあったことに由来する。夏目漱石力､

大正4年3月21日（日）眺陽園」に来て

泊まり翌22日（月）に園主に会ったことな

どを日記に記している｡学校の南側の｢まな
びの森」がその庭園の跡で，石橋や泉の跡な

どの遺跡が残っている。

昭和27年小児結核保養所

京都市桃陽学園として開設

昭和35年桃陽学園より教室を分離

新校舎（木造）完成

職ﾛ47年国立京都病院に教室を開設

． （現在の国立病院分教勤

昭和54年京都市立桃陽養護学校として

独立開校新校舎完成

訪問教育発足

昭和57年京都市桃陽学園から

京都市桃陽病院へ新病棟完成

平成8年京大病院分教室を開設

（それまでは訪問教育）

平成11年独立開校20周年記念事業

砺の劇除幕

平成12年京大病院分教室を新病棟の

完成とともに移転・拡充

2．教育部門－4部門（小・中の2学部）

［本校］ ［訪問教育］

［京大病院分教室］ ［国立病院分教室］

桃陽養護学校は、病気により入院や療養が

必要な子どもに教育を行っている:｢病弱養護

学校」である。京都市内はもとより京都府下

および他府県など,全国の小学生・中学生で

京都市内の病院に入院している子どもたちを

受け入れている。

［本校小・中学部］は，おおよそ50～60

名程度の子どもが常時入院している｡‘最近の

年間のべ在籍数は，ほぼ100名程度である。

［訪問教育］の指導は， 1回120分3単位

時間，週3回樋9単位時勵の個別授業を

基本に行っている。中学部は，文系の教員と

理系の教員とで指導を行っている。

［京大病院分教室］ ［国立病院分教室］では

分教室で教科指導を中心に行っている。しか

し，病状等に合わせて，病室での個別指導を

行う必要のある児童生徒が増加してきている。

京大病院分教室は，平成8年度に，訪問教

育から分教室に切り換え設置した。京大病院

からは,分教室での教育は,病気と前向きに
向き合う力や生きる意欲につながり，子ども

たちの治療にもよい影響を及ぼしているとの

評価を得ている。
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教育部門 学部 桃陽養徽と是携している病院

本 校 小・中学部
凸

・尿 都市桃陽病院 【学校と病院が隣接】
、

国立病院分教室 小・中学部 ･国立京都病院 【病院の別棟に分教室】

京大病院分教室 小・中学部 ･京都大学医学部附属病院 【病院内に分教室】

訪問教育 小・中学部

･京都府立医科大学附属病院 【主にベッドサイド】

･京都大学医学部附属病院［精神科・神経科］

その他も含め， 14の公立・私立病院



3．児童生徒在籍数

最近の児童生徒年間のべ在籍数は約200

名程度で，転出入は，合計で年間約300名

近くある。全国的には，多くの病弱養護学校

の児童生徒数は年々減少傾向にある力、桃陽

養護学校では，分教室や訪問教育の充実を図

り増加傾向にある。特に，訪問教育で。

学校全体の児童生徒数は，のべ人数で10

年前のほぼ2倍になっている。

4．病気の種類

［本校小・中学部］では，気管支喘息やア

トピー性皮膚炎肥満症などの慢性疾患の多

い傾向は続いている力、病気の種類は多岐に

わたっている。

また，最近の傾向としては心身症・神経症

つまり旧身体の症状を主とする力、その原因
に心理的なものがあり，治療(および教育）

のためには心理的因子についての配慮をしな

ければならない」ケースカ贈えてきている。

また，拒食症などの食に関するものも増加

傾向がある。それらの多くは,不登校傾向を
伴っている場合が多い。

［訪問教育]や原大病院分教室]でIま白
血病などの病気や悪性腫瘍胆道閉鎖症など

難病の児童生徒が増加し,移植手術や高度な
医療を受けている。それとともに，骨髄移植

や化学療法による免疫力低下により安静の必
要な児童生徒や， ターミナル期を迎えている

児童生徒も増えてきている。ターミナル期に

おける教育が一つの課題となっている。

児童生徒ののべ在籍数の推移
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畷

5．前籍校で不登校・不登校傾向の児憲牛徒

特に， ［本校中学部］では，前籍校で不登

校および不登校傾向のある子の増加が顕著に

なってきている。対人不安や強迫観念のある

心身症や神経症の児童生徒肥満喘息ア

トピー性皮膚炎などの児童生徒に見られ中

学部全体の約7割以上に達している。

また， ［訪問教育中学部］でも不登校の生

徒が増加する傾向がある。本校小学部では児

童の2～3割程度である力i [本校小学綱

でもその傾向が強くなってきている。

桃陽養護学校に転入学してきた子どものほ

とんどは，授業に入れない場合でも，多くは

学校へ登校して来る。しかし，それぞれの子

どもたちに， 自己認知や自己評価， 自己表現

力，人間関係などの心理的課題があり，子ど

も自身の成長にも眼を向けた新たな対応や支

援が求められている。

そこで， ［本校］では，そうした課題の児

童生徒に対応する「リラックスルーム」担当

者を中心とした取組を進めている。

また， ［本校小学部」でも同様に不登校の

児童の増加傾向が見られる。

6．医療と教育の連携 ［本校］

桃陽養護学校と桃陽病院とは，お互いの組

織や役割を尊重し，理解と協力のもとに連携

を図っている。

学校と病院は，お互いにそれぞれの得意分

野でそれぞれを支え合うことを基本に，子ど

もたちの療育と教育にあたっている。よりよ

い連携は，お互いに必要とする部分を，お互

いのノウハウや組織の人材を生かして，信頼

と互恵の精神で，協力を具体的に進めること

から生まれると考えている。

（1）学校一一病院への支援・協力

○夜間学習会を，各部教員2名で，病

院で実施

（小学部週1回，中学部週2回

○病院内での生活指導上の問題の解決

への協力性徒指導部を中心に）

○生活指導にかかわる病院内巡視

（特に，準夜勤，深夜勤の時間帯）

（2）病院一季学校への支援・協力

○校外行事への医師・看護婦の付添い

○夏季生徒指導合同研修 一

○学校訪問への医師の参加
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2．学校巡回訪問の現状

京都市内の小中学校を中心に校長傲駒
養護教諭等を対象として，部主事（管珊
等と桃陽病院の医師等が平成5年度より行っ
ている。これまでの主たる内容は，

①病弱養護学校および桃陽病院仔ども
の病陶等についての概要説明

②各学校の児童生徒についての相談など

（3）その他

○マスコミ等の取材等の問合わせなど

には，病院・学校力聴調して，迅速

かつ積極的な対応をする。

n．学校巡回訪問一病院との連携を深めて

1．陳ていただく教育相謝から

「出かけて行く教育相談／支援」へ

社会の変化とともに，肥満は大人だけでな

く，子どもの世界にも大きな影を落としてき

ている。また，喘息やアトピー性皮膚炎など

のアレルギー疾患なども増加の傾向にあり，

学校での指導課題配慮すべき課題となって

きている｡加えて，家族や地域での人間関係

の希薄さ，様々な体験や集団生活の経験不足

などにより，神経症や心身症をあわせもち，

不登校の状態に陥るケースなども多くみられ

る。

学校では，校長教頭養護教諭を中心に

実態を把握し，様々な取り組み力堀開されて

いる。けれども，肥満症や喘息などの病気に

ついての認識の違いや，不登校の一部には心

身症・神経症などの病気の児童生徒がいると

いう認識がない場合などがある。そうした肥

満や喘息や不登校などについての学校の理解

や認識の違いにより，各学校における教育相

談や支援・対応のあり方に様々相違がある。

学校によっては，情報が不十分で保健室や

学校で困惑しているケースもあり，具体的な

取り組みや対応などについて相談したいとい

う潜在的なニーズがある◎

そこで，学校巡回訪問を，病弱養護学校や

病院についての情報提供や概要説明などにと

どめるのではなく， 「来ていただく教育相調

から「出かけて行く教育相訓「出かけて行

く支捌として学校巡回訪問を位置付け，開

かれた学校としての「地域の病弱教育のセン

ターとしての役割」を，積極的な教育相談を，

展開することでb病弱養護学校と病院力渓た

して行こうとするものである。

※時間は1校30～40分程度

※主に，午前に2～3校を巡回

※のべ訪問数は， 317（8年間）

3．学校巡回訪問の改善

今までの学校巡回訪問で，各学校において

も病弱教育にかかわる課題が様々顕在化して

いることがわかってきた。しかし，それらを

単に「各学校の課題」であるとして見るので

はなく， 「病弱養護学校としても積極的に支

援していくべき課闘としてとらえることが

必要であり，病弱養護学校のこれまで蓄積し

てきた専門性を生かして，支援を模索する必

要があると考える。

つまり，病弱養護学校力、より積極的な学

校としてのあり方として，市民の信頼に応え

家庭や地域と連携・協力して一体となって子

どもの健やかな成長を図っていくためにも，

情報提供を中心とした病弱養護学校の理解推

進を図る学校巡回訪問から，より積極的な姿

勢への訪問へと転換を図らなければならない。

（1）教育相談としての学校巡回訪問

・概要説明の理解推進を中心とした学校

巡回訪問から,各学校の「教育相訓

の支援を中心とした学校巡回訪問へ

（2）保護者も含む教育相談の実施

・学校巡回訪問で，当該学校の校長の判
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医療費の援助にかかわる福祉制度など，眺

陽」力嗅体的な内容まで福祉事務所に問い合

わせ， ソーシャルケースワーカーへの連絡を

取る。そうした入院にかかわる福祉情報の提

供など各学校のニーズに応え具体的に支援

を図って行くく紹介から提供へ〉。

6．時っている学校」から

「積極的にニーズに応えていく学校」へ

入院療養しながら教育を受けられる病弱教

育についての理解推進を図り，今後を展望す

る暁病弱養護学校は， 「地域に開かれた学

椥として，社会のニーズを敏感に把握し，

病弱教育の環境や条件を整え， 自ら進んで

塒っている学校」ではなく 「積極的にニー

ズに応えていく学校」とならなければならな

い◎

その一つの方策として，学校現場に学びな

がら， 「病弱教育のセンター」として，学校

巡回訪問（教育相談・支撹の改善を図る。

その他の課題についても，そうした観点から

地道な改善を行い，今後も取り組みを進めて

いく。

断のもと，校長および教頭同席で，保

護者も含めた「教育相談」も行う。

（3）退学した児童生徒のアフターケア

・退学した児童生徒のアフターケアーと

して，学校へのフォローを行う。特に，

各学校から様々な経過を経て入院入学

してきているケースの場合，本来校へ

の報告などが重要である。

（4）病院スクール参加者のフォローアップ

・病院の肥満スクールや喘息スクールの

参加者の学校へ，学校への支援として

報告をする。

4．病院との連携の改善

（1）学校巡回訪問する医師の鋤ﾛの拡大

。これまでは，主として病院長と学校巡

回訪問を行ってきた。12年度からは，

より積極的に，病院の理解のもと他の

医師の学校訪問への参加協力を得るこ

とができた。

・医師と教育現場の校長・教頭・養護教

諭とのつながりの深まりも期待できる。

（2）主治医との学校巡回訪問

。さらに，児童牛徒の本来校（前籍樹

・へは可能な限り，児童生徒の主治医と

訪問することとした

・主治医との学校巡回訪問は，児童生徒

の本来校(前籍校)への復帰やその後

の学校生活にかかわって，今後充実

させたいと考えている。

IⅢ、 リラックスルームの取組

1．設置の趣旨

C本校］に転入学してくる児童生徒の中に，

情緒的もしくは心理的な要因によって学級に

入ることが困難な子どもや，学級の一員とし

て集団との関わりや活動が苦手な子ども筆

従来の教育課程による学校生活への適応が十

分にできない児童生徒がいる。そのような児

童牛徒には個別の対応が必要であり，受容的

な関わりや共感的な対応において， 当人間関

係における信頼関係の回復の畷“過度に人

に気遣うことなく安全で安心できる潔“ゆ

ったりとした温かい雰囲気で,休息やホッと

できる居場所”として，平成8年度に設置し
たのがリラックスルーム（システム名：以下

RR)である。

リラックスルームは，そのような心の居場

学校訪問の当日は，医師1名と訪問

5d訪問対象の拡大

相談内容や児童生徒の実態により，必要な

場合には,学校以外の相談機関や福祉関係の

機関などへも訪問を行うこととした。

具体的には，児童相談所（児童福祉センタ

ー） ，子ども支援センター，福祉事務所など。
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H10年 院長 1名

H11年 院長・医師A 2名

H12年 院長・医師A・医師B 3名



所としての意義とともに， リラックス担当者

（以下しR担当者）が児童生徒の抱える問題

の解決や対人関係及び集団生活等の改善に向

け，各学級担任と連携し，個に焦点を当てて

行う渦に応じた教育活動”全般に亘るコン

トロールセンターとして機能（リラックス対

応：以洞R対卿するものである。

また，今後様々の困難な問題を抱えた児童

生徒に対応する教育の充実に向けて， リラッ

クスルームにおける児童生徒への対応及び手

立てを通して得た臨床的実践の蓄積及びその

成果を，桃陽の教育全般に還元し生かしてい

くこと力球められるものである。

2．基本方針

児童生徒に対するR担当者の基本的な関わ

り(R対応）は，

①梱に応じ，個への対応”を基盤にして，

②“共感的理解”に基づき，サポーター的

（支援者的）関係を基調に，

③個々の困難な状況に対して，個に応じた

指導計画を作成し，

④自己への気づきを促し，栓きる力”を

育み，人間関係の広がりを図るo

ことを目指し取り組むものである。

また,児童生徒への対応及び手立てにおい

ては，

な，多岐にわたる取り組みが求められるもの

である。

それゆえに，担任や各学部保健室（鋤

生徒指導部等とは密接に連携を図りながら

「支援体制」を組み，取り組みの検討や改善

を行うことが大切である。特に，医療機関と

の緊密な連携や，保護者との連携を図ってい

くことは重要である。

3．組織

リラックスルーム委員会

（年2回／随時）(年学
部
会 リラックス担当者会

(毎週火曜日／随瑚

リラック

学級担任／養護教諭

耐労う天元二Z萎員芸rr~~~~-~--、
|・リラックスルームの基本的あり方等の検討’

l.リラックスﾙｰﾑ運営上の諸識誇の諾盤1
0

|『リラックス担当者会』 ：
I・リラックスルーム運営上の諸課題検討 ｜

|･実践研究
0.‘■■･一・一争‘－.一・一■－■,■■ローロー■－■－■－■一ロー■一・一④一・一・一・一◆－．－．一｡－由一・一・一・一・一争一J

4．取組の内容（学級担任との連携内容）

（1）個に応じた指導

本校に入学してくる児童生徒の多くは，前

籍校において不登校や不登校傾向を伴ってき

た児童生徒である。中には，前籍校での状態

がすぐには改善されず集団活動や学習に馴染

めない児童生徒もいるがうほとんどの児童生

徒は心理的な問題を抱えつつも学校生活に適

応している。しかし，適応しているとは言え

内的・外的問題が未解決のままでの状況では

時として情緒的な混乱や不安対人関係の些

細なもつれなどから不定愁訴を生じ，集団活

動や学習に不適応をきたしてしまうことがあ

る。このように集団や学習に不適応をおこし

ている児童生徒への対応は，個人の内的問題

①転入学してきた児童生徒が学級集団に入

れるまでのコンダクター的

②児童生徒の的確な実態把握と情報の収集

をおこなうデーターバンク的

③児童生徒の指導上の配慮事項に関する各

担任へのアドバイザー的

④児童生徒の家庭や前籍校病院や校内の

各部や各分掌とを繋ぐアシスタント的

⑤不調をきたしている児童生徒の個に対応

し，情緒の安定を図るカウンセラー的

⑥不調をきたしている児童生徒の個に応じ

た日課を編成するケースワーカー的
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ている者

・学習に関することに拒否反応を生じてい

る者

・他者との関わりに拒否反応や不適応を生

じている者

・情緒の不安力噛く学習どころではない者

・その他の状態（行動化・退行行動・無関

心を装う鞘

◇社会的レベル（社会的要因による不適応）

・倦怠学傾向による者

・学習習慣の未熟による者

・学習の遅れや失敗への劣等感による者

・不得意教科への学習拒否（困難からの逃

避。甘え）による者

◇身体的レベル(医学的要因によ@学習制卿

・身体的要因により学習時間の制限による

者

・身体的・精神的要因により登校の制限

（禁止等）による者

◆指導課題

1）心理的安定を図る．

2）ストレスの解消を図る．

3）規月柾しい生活習慣・生活リズムの確

立を図る．

4）興味・関心を引き出し生活目標や学習

意欲の向上を図る．

5）他者との関わりを図る． 〈二者関係今

三者関係今友人関係づくり〉

6）基礎学力を養い，学習意欲・学習習慣

の向上を図る．

7）自信（学習・活動・人間関係等）を付

け， 自己肯定感の向上を図る．

8）対人関係の改善を図る．

9）集団への参加（学級活動・行事等）を

促し，集団への適応を図る．

10)自主性を養い， 自己課題に取り組む力

の向上を図る．

の解決に向けて，指導者と1対1の活動や小

さな集団での活動が必要となる場合がある。

そのため，個々の状況に応じた指導計画を作

成し、児童生徒を支援していくことが必要で

ある。

（2）実態枳梶

①転入学してきた児童生徒の実態把握

〈半日～1日： （診断的評価） 〉

②必要に応じて諸検査の実施

（3）各学部・各分掌等との連携

①取り組みの共通理解と支援体制づくりを

行う。

②日常の連携とともに，それぞれの立場か

らの意見を交換し情報の共有化や共通理

解を図り，取り組みの検討や改善を行う。

（4）医療機関及び保護者との連携

病状および治療方針・病棟生活での状況や，

学校での対応等について，桃陽病院スタッフ

との連携を図る。また，家族との面談や家庭

訪問等b保護者との連携について具体的な方

策を蓄積する。

（5）実態把握や指導に関わって

◆「児章牛徐の状態」の見極め

①段階：常に学級集団を活動場所とする児

童隼徒

②段階：学習内容や集団の状況によって活

動場所を選ぶ児童生徒．

③段階：常時,多目的室や保健室等を活動

場所とする児童生徒

④段階：多目的室や2Fリラックスルーム

及び他の安心できる場所で，個別

の対応を必要とする児童生徒

⑤段階：病院から登校できない児童生徒

登校禁止（医師の指示による）の

児童牛徒

◆学習に対する不適応状態

◇心理的レベル、心理的要因による不適応）

・精神的疲れにより学習意欲の低下を生じ
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※参考資料

訪問教育の提携病院と訪問実施病院 ○訪問教育を実施した病院

アレルギー性紫斑病再生不良性貧血横紋筋肉腫骨肉腫急性骨髄性白血病

急性リンパ性白血病神経芽細胞腫悪性リンパ腫先天性胆道拡張症

ベーチェット病etc

蹴能’澗短腸症候群胆管形成不全総胆管拡張症肝硬変再生不良性貧血

原発性免疫不全骨肉腫横紋筋肉腫紺骨髄性白血病小脳腫瘍脳腫瘍

悪性リンパ腫骨腫瘍ウィルソン病 先天件1日造閉鎖症etc

囮蛎削擢］肥満症糖尿病バセドウ病気管支喘息拒食症慢性腎炎再生不良性貧血

骨肉腫慢性骨髄性白血病全身性エリトマトーデス若年性リウマチetc

とうよう ．

【学校案内】 日本全国どこからでも入れる学校： 京都市立桃陽養護学校（病弱養鋤

京都市内の病院に入院した場合，療養しながら教育を受けられます。

◎学校・病院の見学・相談をご希望の方は，学校へ連絡を

○連絡先 竃075－641－2634 剛075－641－2648

○ホームページ http://www.edu.city・kyoto.jp/hp/toyo-y

○Eメール two-y@edu.city・kyoto.jp

－63－

訪問教育対象病院名 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 京 都市立病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 月舗酬寸巫陸形卜春IjiV偶病玩 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 京都大学医学部附属病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 京都第二赤十字病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 (医）洛和会音羽病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 (福） 京 都桂病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 京都第一赤十字病院 ○ ○ ○ ○ ○

8 (園医仁会武田総合病院 ○ ○

9 鯛棚蠅舗ﾘハビリテーション ○

10 西京都病院 ○ ○ ○

11 齢熊日本バプテスト病院 ○

12 社会保険 京 都病院 ○

13 (社）赫鵬鯨齪醗中央病院 ○

14 六地蔵総合病院 ○

15 鮴胸音嫉患研究所附属病院 ○ I■■■■■ ■■■■■■ 一



日本育療学会会則

一.名称

本学会は「日本育療学会」と称する。

二.目的

本学会は、家族、教育、医療及び福祉等

の関係者の一体的な対応によって、心身

の健康に問題をもつ子供の望ましい入間

形成を図るための研究を推進し、その成

果を普及する。

三.事業

本学会の目的を達成するために次の事業

を行う。

(一）研究の推進

lb学術研究及び実践的研究

2. 心身の健康に問題をもつ子供に関す

る家族､教育、医療及び福祉等の歴史

に関する研究

(二）研究・研修会の開催

1． 研究会

2． 研修会

3． 海外研修会

(三）学会誌等の刊行

l. 学会誌

2． その他必要な資料

(四）情報・資料の収集・活用

(五）顕彰の実施

(六）その他、本学会にとって必要な事項

四.組織

(一）会員

1． 正会員は、本学会の趣旨に賛同し、

年会費を納入した者

2． 賛助会員は、本学会の趣旨に賛同し、

賛助会費を納入した個人又は団体

(二）役員等

1． 会長 1名

2． 副会長 若干名

3． 理事 若干名

4監事 3名

5．顧問 若干名

6．役員及び顧問は理事会において決定

し、総会に報告する。

7．役員及び顧問の任期は2年とする。

但し再任を妨げない。

(三）理事会・委員会

1． 理事会

会長、副会長、理事をもって構成し、

本学会の重要事項を決定する。

2． 委員会

(1)研究・研修委員会

（2）特別研究委員会

（3）編集委員会 ，

（4）情報・資料委員会

（5）顕彰委員会

(四）事務局

1． 本学会に、事業を執行するための事

務局を置く。

2． 事務局の所在地

〒194束京都町田市森野1-39-15

五.会計

本学会の会計は年会費、賛助会費壷

・ 寄付金及びその他の収入をもって当て

る。

(一）会費

1．正会員 年会費 3,000円

2．賛助会員賛助会費

一口 10,000円

(二）会計年度

毎年4月1日から翌年の3月31日ま

でとする。

六.その他

(一）事業開始日

本学会の事業は、平成6年5月29日

から開始する。

１
１
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寸毎一■■一一

◆岡田先生には昨年の研究会の時から、ご

協力を快諾して戴きまして心からお礼申し

あげます。更に校正段階ではお忙しいとこ

ろご小児生活習慣病”を分かりやすく纏め

下さいました。誠に有り難うございました。

◆須賀川養護学校郡山分校の佐藤先生から

“養護学校での教育相談の実践”を報告し

て頂きました。年々増加している不登校児

への支援の様子がよく分かります。しかも

限られた職員数での組織的な活動は、今後

の課題も多い中で期待されます。特に、地

域や家庭の要請をどう満たしていくかは、

これからの養護学校の存在を左右すること

として注目されます。

◆その養護学校の機能を医療との連携を強

力に保ちながら進めて行っているのが、今

回ご紹介する京都市の桃陽養護学校です。

ここでも教育相談に重きを置いていますが

画期的なこととして「来ていただく教育相

談」から「出かけて行く教育相談／支援」

へという学校巡回訪問でしょう。地域の各

学校や家庭へ働きかける「病弱教育のセン

ターとしての役割」を積極的に展開するこ

とは今後の病弱教育の使命かも知れません。

『育療』編集委員

小林信秋 佐藤栄一 佐藤隆

武田鉄郎 中川正次 中塚博勝

松井一郎 宮田功郎 山本昌邦

…
◆前号に引き続いてもう一度鞍虐待”を

特集として採り上げました。この問題は今

年になって急激に社会の表に現れてきまし

た。 「児童虐待の防止等に関する法律」が

昨年11月に施行されたからということもあ

りましょうが、隠れていた部分が現れ、人

人の関心を呼び覚ましたと言うことでもあ

るかと思います。

◆だからといって、日本の社会に人権意識

力琲常に高まったということではないよう

です。 勢人権や人の命”が大切だという認

識がまだ口で言われるほどには浸透してい

ないことは、毎日のように報じられる現実

の事件を考えれば分かります。鍵はこれか

らの教育にあるのでしょうか。

◆校正原稿をお寄せいただいた先生方が、

それぞれの症例を通して個人情報に関する

細心の配慮をされ、大変ご苦労をおかけし

ました。改めて虐待の問題の根の深さと、

背後にある複雑さを感じさせられました。

◆それらの問題は稲本先生の児童養護施殻

では一層際立っていて､制度の矛盾も感じ
させられました。そこで生活する子ども達

への支援を社会に広く訴えることを、皆が

推めていく必要があると痛感しました。

’



シンボルマークの意味

育・･教育という意味で鉛筆

療・･医療で聴診器と赤十字

あたたかい心でつつむという意味でハート

あかるく微笑む子どもの顔

「岸本ますみさんの作」

教育医療家族福祉関係者でつくる日本育療学会


